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『
藤
嶋
私
記
』
巻
一
「
尊
神
三
国
降
跡
」
章
に
つ
い
て

　
　
　
　

―
真
野
時
縄
の
論
理
展
開
を
め
ぐ
っ
て

―

狩　

野　

一　

三

は
じ
め
に

　

津
島
神
社
の
神
官
真
野
時
縄
は
、
そ
の
生
涯
に
於
い
て
数
々
の
著
作
を
成
し
た
。
そ
の
一
つ
に
、『
藤
嶋
私
記
』（
元
禄
七
〈
一
六
九
四
〉

年
自
序
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
尾
張
国
の
津
島
神
社
に
つ
い
て
、
本
宮
鎮
座
の
由
来
、
祭
神
説
、
摂
末
社
、
周
辺
地
域
な
ど
に
つ
い
て
の
説

明
が
、
包
括
的
に
な
さ
れ
て
い
る
資
料
で
あ
る
。
か
つ
て
、
稿
者
は
こ
れ
に
つ
い
て
そ
の
特
徴
の
一
端
を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る（
１
）。
そ
こ
で

は
、
津
島
神
社
の
神
社
と
し
て
の
格
を
引
き
上
げ
た
い
と
い
う
、
真
野
の
強
烈
な
意
志
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

そ
も
そ
も
、
何
故
本
書
が
前
述
の
よ
う
な
内
容
を
持
ち
な
が
ら
も
、『
藤
嶋
私
記
』
と
称
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、『
藤
嶋

私
記
』
序
文
に
、

①
「
延
―
喜
―
神
―
名
―
式
ニ

所
―
謂
ル

雖
レ
為
二 ト
海
―
部
ノ

郡
藤
―
嶋
ノ

神
―
社
一
世
―
人
不
レ
識
三
所
―
謂
藤
―
嶋
為
ハ
タ
ル
コ
ト
ヲ

二

此
ノ

神
―
嶋
ノ

之
故
―
号
一
」（
延

喜
神
名
式
に
所
謂
海
部
の
郡
藤
嶋
の
神
社
為
り
と
雖
も
世
人
所
謂
藤
嶋
は
此
の
神
嶋
の
故
号
為
る
こ
と
を
識
ら
ず
）
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②
「
然
モ

式
―
文
不
レ シ

テ
載ニ二
之
ヲ

津
―
嶋
ノ

神ト一
為ス
ル

二
藤
―
嶋
ノ

神
ト一

者
其
ノ

由
―
縁
一
―
箇
ノ

宮
―
伝
ニ
シ
テ

而
顛
―
末
在
テ二

旧
―
典
ノ

深
―
致
一
存
セ
リ

焉
」

（
然
も
式
文
之
を
津
嶋
の
神
と
載
せ
ず
し
て
藤
嶋
の
神
と
す
る
者
其
の
由
縁
一
箇
の
宮
伝
に
し
て
顛
末
旧
典
の
深
致
に
在
て
存
せ
り
）

と
説
明
さ
れ
て
い
る）

2
（

。
①
に
つ
い
て
は
、『
延
喜
式
』神
名
帳
に「
藤
嶋
神
社
」と
あ
る
の
に
、世
の
人
は「
藤
嶋
」が「
神
嶋
」（
※
津
嶋
の
美
称
）

の
故
号
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
真
野
が
序
文
に
記
述
し
て
お
く
べ
き
だ
と
考
え
る
ほ
ど
に
強
い
思
い
を
抱
い
た

と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
ま
た
②
で
は
、『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
「
津
嶋
の
神
」
と
載
せ
ず
「
藤
嶋
の
神
」
と
す
る
由
縁
は
、
旧
典
に
深
い

趣
が
あ
る
と
し
、
①
の
点
に
つ
い
て
の
由
緒
を
記
述
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
真
野
が
「
藤
嶋
」＝「
津
嶋
」
説
を
主
張
し
て
い
る
箇
所
を
読
み

解
い
て
い
く
こ
と
が
、
真
野
の
主
張
の
根
源
に
あ
る
の
は
何
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
探
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
必
要
不
可
欠
な
過
程
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、「
藤
嶋
」＝「
津
嶋
」
説
に
深
く
ふ
れ
て
い
る
「
尊
神
三
国
降
跡
」
章
に
於
い
て
、「
藤
嶋
」＝「
津
嶋
」
説
に
関
わ

り
の
あ
る
部
分
の
論
理
展
開
を
整
理
し
、
真
野
が
ど
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
方
法
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い

て
示
し
て
い
く
。

第
一
節

　

巻
一
の
第
一
章
で
あ
る
「
本
宮
一
院
素
盞
烏
尊
」
章
で
は
、
祭
神
、
本
宮
鎮
座
の
由
来
等
に
つ
い
て
、
真
野
が
津
島
神
社
伝
来
の
旧
記
録

を
引
用
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
自
説
を
展
開
し
て
い
く
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
二
章
と
な
る
「
尊
神
三
国
降
跡
」
章
以

降
は
、
前
章
で
示
さ
れ
た
真
野
の
基
本
的
認
識
を
め
ぐ
っ
て
、
真
野
を
「
同
志
」
と
呼
ぶ
あ
る
人
物
（
以
下
、
本
稿
で
は
「
問
い
の
人
物
」

と
す
る
）
と
の
問
答
が
展
開
さ
れ
、
よ
り
詳
細
に
説
か
れ
て
い
く
。
こ
れ
を
検
討
し
て
い
く
に
当
っ
て
注
目
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
点
は
、
次

の
よ
う
で
あ
る
。
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・「
隠
名
鎮
座
」
説
。

・「
神
嶋
の
成
立
説
」。

・「
藤
嶋
・
藤
浪
の
里
」
説
。

・「
津
嶋
・
対
馬
」
説
。

　

以
下
、
要
点
を
検
討
し
な
が
ら
、
そ
の
論
理
展
開
を
確
認
し
整
理
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

な
お
当
該
箇
所
の
翻
刻
及
び
書
き
下
し
文
は
、
本
稿
末
尾
に
参
考
資
料
と
し
て
掲
出
し
た
の
で
、
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
本
文
中

に
は
書
き
下
し
文
を
掲
出
し
た
。

　

真
野
の
行
論
は
、
一
つ
の
問
答
が
成
立
し
た
後
、
更
に
そ
の
問
答
の
中
で
扱
わ
れ
た
点
に
つ
い
て
「
問
い
」
の
人
物
が
問
題
を
掘
り
下

げ
、
真
野
が
そ
れ
に
つ
い
て
詳
解
し
て
い
く
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
箇
所
が
、
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
真
野
の
詳
解
の
内

容
を
整
理
し
、
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
「
問
い
」
の
人
物
が
ま
ず
真
野
に
対
し
て
詳
解
を
望
ん
だ
の
は
、
以
下
の
点
で
あ
る
（
参
考
資
料
傍
線
部
①
。
以
下
、
本
節
に
お
け
る
番

号
・
記
号
等
は
、
全
て
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。）

㋐
『
神
式
』
に
あ
る
、
天
照
太
神
が
天
の
逆
矛
で
「
神
嶋
」
を
画
き
探
っ
た
と
い
う
説
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て

㋑
「
自
凝
嶋
」
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
の
問
題

㋒
「
一
葦
」
が
浮
か
び
出
た
と
い
う
説
に
関
す
る
問
題

㋓
真
野
が
註
解
す
る
「
秋
津
嶋
」
に
つ
い
て
の
論
拠
に
関
す
る
問
題

㋔
「
藤
浪
里
」
に
つ
い
て
の
説
の
論
証
に
関
す
る
問
題

　

こ
こ
で
提
示
さ
れ
た
五
つ
の
問
い
の
う
ち
、「
藤
嶋
」＝「
津
嶋
」説
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
特
に
重
要
と
な
っ
て
く
る
の
は
、
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㋐
と
㋔
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
つ
い
て
真
野
は
、
各
々
の
問
い
に
対
す
る
答
に
先
ん
じ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

②
吾
尊
神
は
是
豊
葦
原
の
本
主
た
り
と
雖
も
根
国
に
退
隠
し
て
其
の
神
孫
霊
葉
の
神
等
亦
其
の
神
功
を
皇
孫
尊
に
譲
り
、
或
は
根
の
国
に
、
或

は
日
隅
宮
に
、
或
は
借
地
に
住
み
玉
ひ
、
或
は
隠
名
御
鎮
座
也
。
是
故
に
延
喜
神
名
式
又
は
帝
紀
の
中
に
直
に
神
名
を
聞
く
者
稀
な
り
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
素
盞
烏
尊
こ
そ
が
豊
葦
原
の
本
主
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
素
盞
烏
尊
の
子
孫
神
達
が
「
隠
名
鎮
座
」
し
た
と
い
う

故
事
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
『
延
喜
式
』
神
名
帳
や
本
紀
に
於
い
て
本
来
の
名
で
記
さ
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
る
の
は
稀
で
あ
る
と
真
野
は

述
べ
て
い
る）

3
（

。
こ
の
、
今
現
在
見
る
こ
と
の
で
き
る
名
称
は
、
本
来
の
形
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
あ
り
方
は
、
本
章
に
於
い

て
様
々
に
応
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
真
野
は
㋐
に
つ
い
て
、「
神
嶋
」
は
天
照
太
神
が
生
成
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、大
八
洲
成
立
と
「
同
一
理
」

に
あ
る
と
解
答
し
て
い
る
が
、そ
れ
に
関
す
る
以
下
の
言
及
に
は
真
野
の
「
隠
名
鎮
座
」
の
故
事
の
応
用
の
痕
跡
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
神
嶋
と
化
成
れ
る
一
葦
亦
実
葦
に
非
ず
。
秋
稲
の
茂
生
を
曲
言
し
て
吾
尊
神
の
秋
令
を
主
り
且
つ
五
穀
成
熟
の
霊
徳
に
坐
す
こ
と
を
明
す
が

故
に
、
一
嶋
の
成
立
も
亦
大
八
洲
起
源
の
如
し

　

③
で
は
、「
神
嶋
」
生
成
の
も
と
と
な
っ
た
「
一
葦
」
は
「
実
葦
」
で
は
無
く
、秋
の
稲
の
生
い
茂
る
様
子
を
曲
言
し
た
も
の
と
し
て
、「
秋
」

と
い
う
要
素
と
強
く
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
③
後
半
部
で
は
、

③
其
の
本
是
秋
津
嶋
の
本
主
也
。
大
地
主
の
神
也
。
然
も
直
ち
に
秋
津
嶋
と
謂
は
ず
秋
の
字
を
除
き
て
津
嶋
と
号
し
。
又
従
て
対
馬
よ
り
の
来

臨
を
明
す
也
。
又
来
格
以
前
尊
神
の
直
号
を
称
さ
ず
し
て
弥
五
郎
殿
と
号
す
こ
と
尤
も
以
て
有
り
。
猶
案
ず
る
に
日
本
の
故
名
は
豊
秋
津
州
也
。

然
り
と
雖
も
是
を
蜻
蛉
と
号
す
る
者
は
則
ち
神
武
天
皇
以
来
也
。
然
る
に
蜻
蛉
州
と
書
か
ず
し
て
而
も
秋
津
州
と
書
す
る
者
豈
祇
な
ら
ん
や
。
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是
偏
に
国
寿
の
み
に
非
ず
。
五
穀
豊
熟
の
神
の
国
な
れ
は
也
。
而
し
て
秋
令
は
是
れ
吾
尊
神
の
霊
徳
に
し
て
而
も
八
洲
の
本
主
也
。
而
も
大
地

主
也
。
以
て
推
察
す
べ
き
の
み

　

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
日
本
の
古
名
が
「
豊
秋
津
洲
」＝
接
頭
語
「
豊
」＋「
秋
」＋「
津
洲
（
ツ
シ
マ
）」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
全

体
と
、
津
嶋
と
い
う
一
地
域
と
を
深
く
関
連
付
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る）

4
（

。

　

更
に
傍
線
部
④
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

④
此
神
嶋
東
西
南
の
三
方
は
川
を
限
り
、
一
方
は
馬
津
の
渡
を
堺
と
為
し
、
而
し
て
南
北
を
縦
と
し
て
長
く
、
東
西
を
緯
と
し
て
狭
し
。
是
一

葦
の
形
の
自
然
な
る
也
爾
。
然
も
斯
く
の
若
し
と
雖
も
、
猶
隠
名
鎮
座
の
由
緒
に
傚
て
然
も
葦
の
嶋
と
称
さ
ず
し
て
転
じ
て
藤
嶋
と
称
し
、
藤

浪
の
里
と
曰
ふ
の
み
。

　

こ
こ
で
は
、「
神
嶋
」
の
形
状
は
葦
の
よ
う
は
あ
る
が
、
隠
名
鎮
座
の
あ
り
方
に
な
ら
い
、「
葦
嶋
」
と
は
称
さ
ず
、「
藤
嶋
」
と
称
し
、「
藤

浪
の
里
」
と
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
真
野
自
ら
「
隠
名
鎮
座
」
の
故
事
の
あ
り
方
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
明
記
さ

れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

　
「
問
い
」
の
人
物
は
、
真
野
の
こ
れ
ま
で
の
詳
解
に
つ
い
て
「
逐
一
に
分
暁
」
と
解
し
て
い
る
が
、
猶
㋔
に
関
し
て
、「
就
中
藤
嶋
の
神
故

伊
勢
藤
浪
の
里
と
同
一
理
の
如
き
旧
説
半
信
未
だ
疑
氷
を
解
く
に
足
ら
ざ
る
の
み
」
と
（
傍
線
部
⑥
）、
尾
張
の
藤
嶋
の
「
神
故
」
と
伊
勢

の
藤
浪
里
と
が
「
同
一
理
」
に
あ
る）

5
（

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
、
自
身
で
論
拠
を
収
集
し
た
上
で
、
真
野
の
見
解
を
問
う
て
い
る
。

　

ま
ず
「
伊
州
の
旧
記
に
尋
ぬ
る
に
。
藤
浪
の
里
に
於
て
は
未
だ
最
極
の
神
由
有
る
こ
と
を
覩
ず
。」
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
論
拠
を

挙
げ
て
い
く
。

　
（
a
）『
御
裳
濯
川
歌
合
』
に
於
い
て
三
六
番
の
判
詞
の
あ
と
に
俊
成
が
添
え
た
三
首
の
う
ち
の
一
首
。
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（
b
）『
風
雅
集
』
所
収
の
西
行
詠
。

　
（
c
）『
伊
勢
新
名
所
歌
合
』
所
収
歌
。

　
（
d
）
藤
原
氏
が
東
大
寺
の
南
円
堂
を
造
立
し
た
時）

6
（

の
「
虫
蝕
の
歌
」
に
あ
る
「
藤
浪
」。

　

以
上
の
歌
に
は
、「
藤
嶋
」
の
神
故
と
伊
勢
藤
浪
の
里
と
の
間
に
、
何
ら
か
の
神
秘
的
関
係
を
認
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
。

　
（
a
）
に
つ
い
て
は
、
本
文
中
に
「
一
、二
首
有
り
」
と
あ
る
が
、『
新
編
国
歌
大
観
』
所
収
本
に
よ
れ
ば
、「
藤
浪
」
の
語
を
詠
み
込
ん
で

い
る
の
は
七
三
番
「
藤
波
も
み
も
す
そ
川
の
す
ゑ
な
れ
ば
し
づ
え
も
か
け
よ
松
の
も
も
え
に
」
の
一
首
の
み
で
あ
る）

7
（

。
こ
の
歌
は
『
風
雅
和

歌
集
』
巻
第
十
九
・
神
祇
歌
に
収
録
さ
れ
て
い
る
（
二
一
二
〇
番
）
が
、『
風
雅
和
歌
集
全
注
釈
』
で
は
「
藤
波
も
み
も
す
そ
河
の
す
ゑ
な
れ
ば
」

に
つ
い
て
、「
中
臣
鎌
足
が
天
智
天
皇
八
年
（
669
）
藤
原
の
姓
を
賜
わ
り
、
藤
原
氏
の
祖
と
な
っ
た
の
で
、
大
中
臣
氏
と
は
同
族
で
あ
る
こ

と
を
い
う
」
と
注
さ
れ
て
い
る）

8
（

。

　

ま
た
（
b
）
は
二
一
一
九
番
歌
「
藤
な
み
を
み
も
す
そ
川
に
せ
き
入
れ
て
も
も
え
の
松
に
か
け
よ
と
ぞ
思
ふ
」
で
あ
る
が
、
詞
書
に
よ
れ

ば
三
六
番
の
歌
合
に
編
集
し
た
自
ら
の
歌
に
つ
い
て
、
俊
成
に
強
い
て
判
を
請
お
う
と
、
料
紙
の
端
に
書
き
つ
け
て
送
っ
た
歌
で
あ
る
。
こ

の
「
藤
な
み
」
に
つ
い
て
も
、
同
書
で
は
「
藤
原
氏
の
人
、
俊
成
を
象
徴
す
る
」
と
注
さ
れ
て
い
る
。

　

更
に
、（
d
）
の
歌
「
補
陀
落
乃
南
農
岸
爾
堂
立
弖
今
曽
栄
牟
北
農
藤
浪
」
に
つ
い
て
は
、「
解
す
る
者
云
く
、
是
藤
氏
の
北
家
富
栄
の
兆

也
」
と
本
文
中
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、「
藤
浪
」
が
藤
原
氏
を
指
す
と
「
問
い
」
の
人
物
が
解
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
以
上
の
点
か
ら
、

（
a
）（
b
）（
d
）
に
於
け
る
「
藤
浪
」
は
、
藤
原
氏
の
こ
と
を
指
し
て
使
用
さ
れ
た
語
で
あ
り
、
特
に
（
a
）（
b
）
で
は
伊
勢
の
地
名
が

詠
み
込
ま
れ
、
尾
張
の
津
嶋
と
の
関
わ
り
な
ど
は
全
く
無
い
、
と
い
う
こ
と
の
根
拠
と
し
て
、「
問
い
」
の
人
物
が
真
野
に
突
き
付
け
た
例

証
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

ま
た
、（
c
）
に
つ
い
て
は
、
三
三
番
左
よ
り
四
〇
番
右
ま
で
が
、
歌
合
の
題
と
し
て
「
藤
波
里
」
を
使
用
し
て
い
る
が
、「
宮
河
の
あ
た

り
は
春
の
色
な
れ
ど
松
に
は
え
た
る
藤
波
の
さ
と
」（
三
五
番
左
・
行
宝
）
に
見
え
る
よ
う
に
、「
宮
河
」
と
の
関
連
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
こ
が
伊
勢
に
存
在
す
る
地
名
と
し
て
の
「
藤
浪
」
を
詠
ん
だ
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
尾
張
の
津
嶋
と
は
関
係
は
無
い
と
い
う
こ
と
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を
示
す
例
と
し
て
「
問
い
」
の
人
物
が
挙
げ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
問
い
」
の
人
物
は
、
和
歌
に
詠
ま
れ
た
文
言
か
ら
「
藤
浪
の
里
」
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
理
解
に
基
づ
け
ば
、

「
此
れ
等
の
歌
中
其
の
詞
一
処
も
亦
神
秘
に
与
る
こ
と
を
見
」
る
こ
と
な
ど
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
他
に
、『
伊
勢
名
所
拾
遺
記
』（
※
『
伊
勢
名
所
拾
遺
集
』〈
竜
貞
玄
編
、延
宝
九
（
一
六
八
一
）
年
〉
の
別
称
或
い
は
誤
り
か
）
及
び
『
神

風
小
名
寄
』（
荒
木
田
盛
徴
編
、
慶
安
二
〈
一
六
四
九
〉
年）

9
（

）、
ま
た
『
伊
勢
新
名
所
歌
合
』
の
画
を
挙
げ
、
伊
勢
国
藤
浪
の
里
に
つ
い
て
は

密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
の
は
内
宮
祠
官
の
「
藤
浪
氏
」
な
の
で
あ
り
、
尾
張
の
藤
浪
と
の
関
連
な
ど
は
無
く
、
こ
こ
で
も
ま
た
真
野
の
主
張

す
る
「
神
秘
に
与
」
る
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
無
い
と
い
う
こ
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
儒
典
に
お
い
て
類
説
を
見
る
こ
と

は
無
く
、
唯
一
『
仏
祖
統
記
』
三
界
出
興
志
（
三
世
出
興
志
の
誤
り
か
）
に
見
え
る
「
第
三
の
小
劫
に
地
味
隠
し
て
乃
ち
林
藤
を
生
す
。
而

し
て
後
稲
有
り
と
也
」
の
み
が
近
い
の
で
は
な
い
か
、
と
示
し
て
い
る
。

　
「
問
い
」
の
人
物
は
た
だ
真
野
に
解
答
を
請
う
の
で
は
な
く
、
ま
ず
「
本
宮
一
院
素
盞
烏
尊
」
章
に
於
い
て
語
ら
れ
た
伊
勢
の
藤
浪
と
尾

張
の
藤
浪
と
を
関
連
づ
け
る
説
を
手
掛
か
り
と
し
て
伊
勢
関
連
の
和
歌
資
料
の
う
ち
踏
ま
え
る
べ
き
も
の
を
踏
ま
え
、
更
に
関
係
す
る
地
誌

類
を
的
確
に
示
し
、
更
に
儒
典
及
び
仏
典
の
類
ま
で
調
査
し
た
上
で
考
察
し
反
証
を
突
き
付
け
、
そ
の
上
で
真
野
に
対
し
て
詳
解
を
請
う
と

い
う
、
学
究
的
態
度
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
、
豊
富
な
資
料
を
根
拠
と
し
た
問
い
に
対
し
、
真
野
は
「
子
か
前
問
藤
浪
の
説
皆
非
也
」
と
全
否
定
し
（
傍
線
部
⑦
）、

次
の
よ
う
に
解
答
し
た
。
こ
の
解
答
の
中
に
も
、
や
は
り
「
隠
名
鎮
座
」
の
故
事
の
応
用
を
認
め
る
事
が
出
来
る
。

⑧
抑
〳
〵
此
の
神
嶋
の
初
名
藤
嶋
と
称
し
、
又
藤
浪
の
里
と
謂
ふ
は
当
体
の
藤
に
非
ず
。

　

こ
こ
で
は
、
神
嶋
の
初
名
で
あ
る
「
藤
嶋
」、「
藤
浪
の
里
」
に
み
え
る
「
藤
」
と
は
、
そ
も
そ
も
当
体
の
藤
で
は
な
い
と
述
べ
、
藤
で
な

け
れ
ば
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
「
問
い
」
の
人
物
か
ら
の
問
い
か
け
に
対
し
て
、「
本
縁
に
所
謂
神
嶋
初
生
一
葦
の
隠
語
な
り
」
と
述
べ
て
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い
る
。

　

真
野
は
、こ
こ
で
再
び「
一
葦
」に
つ
い
て
取
り
あ
げ
る
。
前
に
傍
線
部
③
で
は
、「
一
葦
」は「
秋
の
稲
の
生
い
茂
る
様
子
を
曲
言
し
た
も
の
」

と
真
野
は
述
べ
て
い
が
、
こ
こ
で
は
、「
藤
」
は
そ
の
「
一
葦
」
の
隠
語
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
真
野
は
、「
藤
」
と
「
秋
の
稲
の
生

い
茂
る
様
子
」と
を
繋
げ
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。順
序
を
追
っ
て
示
せ
ば
、「
秋
の
稲
の
生
い
茂
る
様
子
を
曲
言
し
た
も
の
」を「
一

葦
」
と
表
し
、
ま
た
「
藤
」
と
言
い
換
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
な
ぜ
隠
語
に
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
大
八
洲
初
生
の
「
葦
牙
」
も
ま
た
「
実
葦
」
で
は
な
く
、
瑞
穂
の
隠
名
に
し

て
、
五
穀
豊
熟
の
国
寿
、
神
徳
初
化
の
国
号
で
あ
る
（
傍
線
部
⑨
。
⑩
も
ほ
ぼ
同
内
容
）
と
返
答
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
八
洲
の
国
名
の

あ
り
方
に
習
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
真
野
の
、
日
本
全
体
と
、
津
嶋
と
い
う
一
地
域
と
を
深

く
関
連
付
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
傍
線
部
⑪
に
つ
い
て
は
、
真
野
は
「
本
宮
一
院
素
盞
烏
尊
」
章
に
於
い
て
、

⑪
に
見
え
る
『
藤
記
』
の
内
容
に
注
し
て
、
伊
勢
の
藤
浪
と
津
嶋
の
旧
名
と
し
て
の
藤
浪
、
と
い
う
共
通
点
を
も
っ
て
伊
勢
と
津
嶋
を
深
く

関
連
付
け
て
い
る）

10
（

。

　

真
野
に
と
っ
て
は
、「
藤
」
を
「
一
葦
」
の
隠
語
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
な
い
「
問
い
」
の
人
物
が
挙
げ
た
諸
資
料
は
、「
皆
非
」
と
す
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、一
般
的
な
観
点
か
ら
は
、前
述
の
よ
う
な
形
で
豊
富
に
資
料
を
用
意
し
、そ
の
資
料
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
拠
っ

て
立
ち
、
反
証
し
て
い
る
「
問
い
」
の
人
物
の
行
論
の
ほ
う
が
、
よ
ほ
ど
根
拠
が
あ
り
、
説
得
力
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ

る
。
真
野
の
よ
う
に
、
注
釈
と
い
う
作
業
に
「
隠
名
鎮
座
」
の
故
事
に
於
け
る
よ
う
な
、
今
現
在
見
る
こ
と
の
で
き
る
名
称
は
本
来
の
形
と

は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
あ
り
方
を
利
用
す
る
こ
と
で
導
き
出
さ
れ
る
説
は
、
客
観
性
及
び
人
々
に
対
す
る
説
得
力
を
欠
く
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
真
野
は
こ
の
姿
勢
を
崩
さ
な
い
の
で
あ
る
。

　

真
野
は
、素
盞
烏
尊
及
び
そ
の
子
孫
神
た
ち
の
「
隠
名
鎮
座
」
と
い
う
故
事
を
積
極
的
に
利
用
し
、「
一
葦
」
の
内
容
を
読
み
換
え
、「
一
葦
」

が
も
と
と
な
っ
た
「
神
嶋
」
が
「
藤
嶋
」
と
な
ぜ
呼
称
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
、
な
ぜ
大
八
洲
に
準
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
の
説
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、「
藤
嶋
」か
ら「
津
嶋
」へ
は
、真
野
は
ど
の
よ
う
な
説
明
を
付
け
た
の
か
。
傍
線
部
⑤
で
は
、
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対
馬
の
み
が
日
本
の
「
秋
津
洲
」
に
暗
合
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
傍
線
部
⑬
に
於
け
る
説
明
へ
と
展
開
し
て
い
く
。

⑬
何
と
な
れ
は
尊
神
対
馬
よ
り
船
に
乗
し
て
大
洋
を
経
玉
ひ
、
神
縁
に
因
て
此
の
孤
嶋
に
来
臨
の
後
、
今
の
川
口
河
海
相
ひ
接
す
る
の
渡
を
号

し
て
津
嶋
の
渡
と
謂
ふ
。
是
則
ち
歴
代
の
歌
枕
に
し
て
万
葉
集
以
降
謌
林
の
口
実
と
為
る
。
是
故
に
唯
対
馬
と
津
嶋
と
通
用
せ
り
。

　

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
の
で
、
は
じ
め
は
「
藤
嶋
」
と
呼
称
さ
れ
た
「
神
嶋
」
は
、
対
馬
か
ら
尊
神

が
来
臨
し
た
こ
と
に
関
連
し
て
、「
ツ
シ
マ
」（
津
嶋
）
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
、
と
い
う
形
で
説
を
展
開
さ
せ
て
い
く

た
め
の
助
け
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
こ
こ
に
は
「
津
嶋
の
渡
」
は
、
決
し
て
「
万
葉
集
以
降
謌
林
の
口
実
」
と
な
っ
た
も
の
と
は
言
え

な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

　
「
ツ
シ
マ
」の
渡
を
詠
む
歌
は
少
な
く
な
い
。『
万
葉
集
』六
二
番
歌
に「
在
根
良　

対
馬
乃
渡　

渡
中
尓　

幣
取
向
而　

早
還
許
年
」と
あ
る
。

こ
れ
は
題
詞
に
三
野
連
の
入
唐
時
に
春
日
蔵
首
老
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
歌
と
あ
り
、こ
の
「
対
馬
」
が
九
州
の
対
馬
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
『
夫
木
和
歌
抄
』
に
は
「
つ
し
ま
の
わ
た
り
、
対
馬
」
と
題
さ
れ
た
歌
群
が
あ
る
（
一
二
二
三
七
〜
一
二
二
四
〇
番
）。
ま
た
、『
国
基

集
』
一
一
九
番
に
「
ふ
な
で
せ
し
は
か
た
や
い
づ
ら
つ
し
ま
に
は
し
ら
ぬ
し
ら
ぎ
の
や
ま
は
み
え
つ
つ
」
と
あ
り
、
和
歌
の
世
界
で
詠
ま
れ

て
き
た
の
は
九
州
の
対
馬
の
渡
り
な
の
で
あ
り
、決
し
て
尾
張
の
津
嶋
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。し
か
し
な
が
ら
、傍
線
部
⑬
で
は
、

真
野
は
こ
れ
を
「
津
嶋
」
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、「
津
嶋
の
渡
」
は
、
一
一
世
紀
前
半
ま
で
「
馬
津
渡
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
こ
こ

を
「
津
嶋
の
渡
」
と
称
し
た
こ
と
は
、『
海
道
記
』
に
見
え
る
も
の
が
最
初
期
の
例
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
真
野
が
「
津
嶋
の
渡
」

に
つ
い
て
、「
万
葉
集
以
降
謌
林
の
口
実
」と
主
張
す
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
と
言
え
る
。
傍
線
部
⑫
に
於
い
て
、『
言
塵
集
』に
あ
る
の
は「
藤

浪
」
で
は
な
く
「
藤
根
」
で
あ
り
、
当
該
箇
所
は
高
い
確
率
で
真
野
の
恣
意
的
な
操
作
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が）

11
（

、
恐
ら
く
真
野

は
、
こ
の
例
と
同
種
の
無
理
を
こ
こ
で
為
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
傍
線
部
⑭
に
示
す
、
霊
神
降
跡
の
地
は
国
を
隔
て

て
い
て
も
神
は
同
称
で
あ
る
の
が
多
例
で
あ
る
、
と
い
う
状
況
を
借
り
て
、
あ
え
て
和
歌
で
詠
ま
れ
る
「
つ
し
ま
の
わ
た
り
」
を
、「
対
馬
」
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で
は
な
く
「
津
嶋
」
と
読
み
換
え
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
真
野
は
、「
神
嶋
」＝「
藤
嶋
」
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
「
隠
名
鎮
座
」
の
故
事
の
あ
り
方
を
利
用
し
、「
藤
嶋
」＝「
津
嶋
」
説
を

成
立
さ
せ
る
た
め
に
神
の
名
が
国
を
隔
て
て
も
同
称
で
あ
る
と
い
う
状
況
を
借
り
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
自
説
の
展
開
に
お
い
て
極
め
て
恣

意
的
な
操
作
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
あ
り
方
は
、
い
ず
れ
も
真
野
が
津
嶋
神
社
の
社
格
を
高
く
あ
ら
せ
よ
う
と
、
非
常
に
苦
心
惨
憺
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
も

の
と
言
え
る
。
そ
れ
自
体
は
、
序
文
の
段
階
か
ら
そ
の
片
鱗
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
序
文
や
、
津
嶋
神
社
の
旧
記
録
の
紹

介
と
、
そ
こ
に
注
釈
を
す
る
こ
と
で
自
説
を
示
し
て
い
く
、
と
い
う
形
で
構
成
さ
れ
て
い
た
「
本
宮
一
院
素
盞
烏
尊
」
章
と
は
異
な
り
、
問

答
形
式
を
採
用
し
て
い
る
「
尊
神
三
国
降
跡
」
章
か
ら
は
、
真
野
の
自
説
展
開
の
あ
り
方
、
論
拠
の
示
し
方
な
ど
の
強
引
さ
を
、
よ
り
明
瞭

に
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

真
野
の
強
引
な
一
面
は
、
以
下
の
例
か
ら
も
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
傍
線
部
⑮
に
於
い
て
、
も
し
対
馬
に
素
盞
烏
尊
の
降
跡
が
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
祇
園
の
本
社
が
播
磨
の
広
峯
神
社
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
か
、
と
い
う
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
、「
津

島
神
社
の
本
社
は
、「
対
馬
に
あ
る
尊
神
の
降
跡
」
で
あ
り
、
津
島
は
そ
の
末
社
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
？
」
と
い
う
問
い
が
隠
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
真
野
は
、「
ど
う
し
て
強
い
て
あ
ち
ら
が
本
社
、
こ
ち
ら
が
末
社
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。」

（
傍
線
部
⑯
）
と
答
え
る
の
で
あ
る
。
津
嶋
神
社
の
社
格
を
あ
げ
得
る
要
素
は
、
強
引
な
方
法
を
用
い
て
で
も
そ
れ
を
利
用
し
、
逆
に
低
下

さ
せ
得
る
要
素
に
つ
い
て
は
無
視
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節

　

以
上
の
よ
う
な
真
野
の
説
は
、
多
く
の
人
々
か
ら
の
否
定
の
対
象
と
な
っ
た
。
主
だ
っ
た
と
こ
ろ
は
既
に
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
が）

12
（

、
更
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に
吉
見
幸
和
『
尾
張
祠
考
』）

13
（

か
ら
、
津
島
牛
頭
天
王
の
項
を
加
え
て
お
く
。

祭
神
牛
頭
天
王
也
、
…
（
中
略
）
…
後
世
二
以
素
戔
鳴
尊
一
配
二
牛
頭
天
王
一
者
、
附
会
而
無
二
本
拠
一
、
…
（
中
略
）
…
又
曰
下
欽
明
朝
自
二
対
馬

島
一
移
中
此
地
者
上
、
共
祠
官
等
之
説
、
而
不
レ
可
レ
信
焉
、
近
年
彼
等
出
口
延
佳
之
門
人
、
而
效
二
度
会
氏
之
学
風
一
、
故
為
二
偽
書
造
言
一
者
多
矣
、

或
以
二
当
祠
一
欲
レ
為
二
式
内
神
一
、
以
為
二
漆
部
神
社
一
、
又
為
二
藤
島
神
社
一
、
且
為
二
神
階
正
一
位
一
、
或
称
二
日
本
惣
社
一
之
類
、
皆
無
二
其
証
一
、

…

　

吉
見
は
、
既
に
前
稿
に
於
い
て
紹
介
し
た
よ
う
に
、『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
載
る
藤
嶋
神
社
を
津
嶋
神
社
の
こ
と
と
す
る
説
を
「
附
会
也
」

と
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
が
、
更
に
こ
こ
で
は
と
り
わ
け
度
会
氏
の
学
風
に
よ
る
弊
風
に
よ
り
、
偽
書
造
言
を
為
す
者
が
多
い
と
し
て
嘆
い

て
い
る
。
ま
た
傍
線
部
の
内
容
が
『
藤
嶋
私
記
』
巻
一
「
本
宮
一
院
素
盞
烏
尊
」
章
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
真
野
を
指
し
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
真
野
が
慶
安
元
（
一
六
四
八
）
年
生
、
吉
見
は
延
宝
元
（
一
六
七
三
）
年
生
で
、

二
五
歳
年
少
な
が
ら
も
、
学
問
の
上
で
直
接
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

14
（

。

吉
見
自
身
が「「
国
史
官
牒
」つ
ま
り
確
実
な
史
料
に
よ
り
神
道
各
派
を
批
判
剥
偽）

15
（

」し
て
き
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
と
い
う
こ
と
は
あ
る
が
、

直
接
的
な
先
輩
学
者
の
説
を
き
っ
ぱ
り
と
否
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
尾
張
藩
に
於
け
る
学
問
の
世
界
の
自
由
さ
を
想
像
さ
せ
る
と
と

も
に
、
い
か
に
真
野
の
説
が
強
引
な
も
の
と
受
け
取
ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
津
嶋
神
社
を
式
内
藤

嶋
神
社
の
ほ
か
、
漆
部
神
社
と
す
る
説
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
（『
塩
尻
』
等
の
説
か
―
後
掲
）、
こ
れ
ら
は
皆
証
拠
の
な

い
説
で
あ
る
と
し
て
厳
し
く
否
定
し
て
い
る
。

　

ま
た
こ
の
他
に
は
、
津
嶋
神
社
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
説
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。

▼
『
尾
陽
雑
記）

16
（

』

・
巻
七
・
津
島
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中
嶋
郡
大
ぬ
あ
の
神
社
也
、
ゆ
へ
あ
り
て
今
の
津
島
に
ひ
き
て
、
津
嶋
の
天
王
と
あ
ら
た
む
る
よ
し
也
。

▼
津
田
正
生
『
尾
張
国
地
名
考）

17
（

』

・
海
東
郡
之
部

国
玉
神
社
は
東
鑑
に
津
島
神
社
と
出
た
る
物
に
し
て
祭
神
大
已
貴
命
一
座
な
り
…
（
中
略
）
…
近
世
治
国
に
い
た
り
て
真
野
時
綱
わ
が
津
島
の

神
社
に
古
記
録
も
た
え
て
仏
香
臭
き
を
憤
り
て
神
学
類
聚
百
巻
を
著
述
猶
藤
島
私
記
天
王
祭
記
神
家
常
談
等
を
作
文
に
わ
ざ
と
牽
合
附
会
を
し

て
仏
臭
を
頗
る
剥
去
た
れ
ど
も
第
一
為
牛
頭
天
王
の
通
称
に
は
殊
に
頭
痛
せ
し
と
な
り
此
と
申
も
当
社
の
式
内
な
る
事
を
夢
に
も
心
づ
か
つ
て

甚
困
苦
た
る
に
ぞ
あ
る
べ
き

　
『
尾
陽
雑
記
』
は
成
立
年
未
詳
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
『
藤
嶋
私
記
』
と
は
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
時
期
に
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る）

18
（

。

こ
こ
で
は
真
野
の
説
と
は
全
く
異
な
る
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
尾
張
国
地
名
考
』
は
文
化
十
三
（
一
八
一
六
）
年
に
成
立
し
た

資
料
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
真
野
の
立
場
を
慮
り
な
が
ら
も
真
野
の
説
を
採
用
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
も
真
野
の
説
は
否
定
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
に
挙
げ
ら
れ
た
説
も
、
や
は
り
そ
の
証
拠
の
提
示
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
説
得
力

を
持
ち
え
ず
、
後
世
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
出
来
て
い
な
い
。
明
治
三
年
に
編
纂
さ
れ
た
『
延
喜
式
内
神
社
取
調
書
』）

19
（

で
は
、
前
稿
で
紹

介
し
た
よ
う
に
、
津
嶋
神
社
を
式
内
藤
嶋
神
社
と
す
る
説
に
つ
い
て
「
拠
な
し
」
と
否
定
し
て
い
る
が
、
式
内
漆
部
神
社
に
関
し
て
「
不決
漆

部
神
社
」
と
項
目
を
立
て
、「
さ
て
此
神
社
今
い
つ
こ
な
る
に
か
さ
た
か
な
ら
す
」
と
、
当
時
既
に
所
在
地
が
不
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
中
で
、

塩
尻
に
…
（
中
略
）
…
又
海
部
郡
第
一
に
漆
部
神
社
を
録
す
、
此
社
は
民
部
省
図
帳
に
も
載
て
我
々
の
尊
崇
も
尤
他
に
異
な
り
し
か
、
今
は
社
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地
い
つ
く
と
も
知
か
た
し
、
海
部
の
大
社
津
島
よ
り
外
な
き
に
や
密
に
疑
ふ
、
津
島
の
社
は
昔
の
漆
部
神
社
に
や
、
さ
れ
と
も
古
書
に
見
る
処

な
け
れ
は
今
さ
ら
夫
と
云
か
た
し
、
故
に
予
か
本
国
帳
集
説
に
は
漆
部
・
津
島
二
社
と
も
に
記
す
と
み
え
た
り
。
…

　

と
、
天
野
信
景
『
塩
尻
』
か
ら
、
天
野
自
身
が
漆
部
神
社
説
に
傾
き
な
が
ら
も
根
拠
を
欠
く
た
め
断
定
し
難
い
と
し
た
記
事
を
引
用
し
て

い
る
。
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
と
す
る
藤
嶋
神
社
比
定
説
と
は
異
な
り
、こ
こ
で
は
『
塩
尻
』
の
説
は
そ
の
よ
う
な
評
価
は
受
け
て
い
な
い
。

こ
れ
は
、
後
代
に
於
い
て
津
嶋
神
社
が
式
内
の
ど
の
神
社
に
比
定
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
ど
の
説
も
決
め
手
を
欠
く
の
で

い
ず
れ
か
に
断
定
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
他
説
を
提
示
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
な
疑
問
を
提
示
す
る
も
の
も
あ
る
。

▼
『
尾
張
名
所
図
会
』
巻
之
七　

海
東
郡
・
正
一
位
津
島
牛
頭
天
王
社
・
本
社

神
道
家
の
説
に
は
…
（
中
略
）
…
お
そ
ら
く
ハ
式
の
神
名
帳
に
見
え
た
る
国く
に

玉た
ま
の

神
社
な
ら
ん
か
…
（
中
略
）
…
国
玉
神
社
な
ら
ん
と
い
へ
る

説
も
暗あ
ん

推す
い

の
論
な
れ
ハ
慥た
し
かな
る
説
と
ハ
し
が
た
し

　

こ
こ
で
は
、
そ
も
そ
も
確
か
な
証
拠
も
な
い
の
に
、
式
内
社
の
ど
れ
か
に
比
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
を
暗
に
批
判
し
て
い
る
こ
と
が

察
せ
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
管
見
の
限
り
で
は
、
津
嶋
神
社
を
式
内
社
の
い
ず
れ
か
に
比
定
す
る
と
い
う
事
に
関
し
て
、『
塩
尻
』
や
『
尾
陽
雑
記
』

等
の
よ
う
な『
藤
嶋
私
記
』と
比
較
的
近
い
時
期
の
資
料
か
ら
は
当
時
複
数
の
説
が
存
在
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し『
尾

張
祠
考
』
で
は
、
根
拠
を
示
さ
な
い
説
、
と
り
わ
け
真
野
の
展
開
し
た
説
は
、
非
常
に
厳
し
い
否
定
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。『
尾
張
国
地

名
考
』『
延
喜
式
内
神
社
取
調
書
』
に
於
い
て
も
ま
た
、
真
野
の
説
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
と
り
わ
け
『
尾
張
国
地
名
考
』
で
は
、

真
野
が
仏
臭
を
排
除
す
る
た
め
に
「
わ
ざ
と
牽
合
附
会
」
を
し
て
ま
で
自
説
を
構
築
し
た
と
い
う
事
情
を
想
定
し
な
が
ら
も
、
真
野
の
説
を



16

受
け
入
れ
は
し
な
い
と
い
う
点
か
ら
は
、
真
野
の
説
が
如
何
に
無
理
を
通
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
の
証
左
と
な

ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
無
理
を
な
し
た
真
野
の
論
理
展
開
に
影
響
を
与
え
た
も
の
は
何
か
。

　

津
嶋
神
社
は
、
諸
書
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
中
世
以
来
隆
盛
し
、
ま
た
近
世
に
至
っ
て
は
『
尾
張
志
』
に
「
平
常
に
も
参
詣
の
人
絶
る
間

な
く
殊
に
関
東
の
国

よ
り
あ
ゆ
み
を
は
こ
び
ま
う
づ
る
事
お
び
た
ゝ
し
く
比
類
な
き
繁
昌
の
御
社
な
り）

20
（

」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
広
大
な

信
仰
圏
を
持
っ
た
神
社
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
社
領
は
、『
日
本
歴
史
地
名
大
系　

愛
知
県
の
地
名
』・
津
島
神
社
の
項
に
、

元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
一
二
月
八
日
、
従
来
は
神
主
領
で
あ
っ
た
一
千
二
九
三
石
六
升
九
合
の
地
が
、
尾
張
藩
主
徳
川
義
直
か
ら
黒
印
地
の

社
領
と
し
て
寄
進
さ
れ
た
。
こ
れ
は
幕
府
の
事
務
手
違
い
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
、
改
め
て
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
七
月
一
一
日
に
将
軍

家
綱
の
朱
印
状
が
発
給
さ
れ
、
以
後
朱
印
地
と
な
っ
た
（
津
島
神
社
文
書
）。

と
紹
介
さ
れ
、
莫
大
な
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
元
和
三
（
一
六
一
七
）
年
段
階
で
伊
勢
神
宮
の
社
領
が
徳
川

秀
忠
の
朱
印
状
で
三
千
五
四
〇
石
と
さ
れ
て
い
る
が）

21
（

、
こ
れ
は
そ
の
三
分
の
一
を
超
え
る
も
の
と
な
る
。
神
社
と
し
て
、
津
嶋
神
社
は
、
元

禄
期
に
於
い
て
は
か
な
り
恵
ま
れ
た
状
況
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
従
っ
て
、
こ
の
時
期
の
津
嶋
神
社
が
、
真
野
が
無
理
を
な
し
て
ま
で
称
揚

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。

　

ま
た
、宗
教
界
の
状
況
と
し
て
は
、江
戸
幕
府
は
寛
文
五
（
一
六
六
五
）
年
、『
諸
社
禰
宜
神
主
法
度
』
を
発
布
し
た
。
こ
の
第
三
条
に
は
、

白
張
以
外
の
装
束
を
身
に
つ
け
る
時
は
吉
田
家
の
許
状
を
う
け
る
こ
と
と
い
う
項
が
設
け
ら
れ
た
た
め
、
全
国
の
神
職
は
吉
田
家
の
支
配
を

受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

22
（

。
或
い
は
、
こ
の
よ
う
な
支
配
下
に
組
み
込
ま
れ
る
の
を
嫌
い
、
自
社
の
独
立
性

を
主
張
す
る
意
味
も
あ
っ
て
真
野
の
よ
う
な
主
張
が
生
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
が
、
寛
文
期
か
ら
三
〇
年
を
隔
て

て
猶
、
こ
れ
が
強
い
執
筆
動
機
の
一
つ
と
な
り
得
る
か
は
、
疑
問
で
あ
る
。

　

ま
た
、
学
問
の
世
界
の
状
況
と
し
て
は
、
真
野
は
尾
張
藩
三
代
藩
主
綱
誠
の
命
に
よ
る
尾
張
藩
撰
地
志
編
纂
事
業
の
一
員
と
な
る
が
、
こ
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れ
は
元
禄
十
一
年
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
元
禄
七
年
の
自
序
を
持
つ
『
藤
嶋
私
記
』
は
、
例
え
ば
こ
の
藩
撰
地
志
の
た
め
の
素
材
と
し
て
書

か
れ
た
も
の
と
す
る
よ
う
な
見
方
は
で
き
な
い
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
真
野
の
主
張
の
あ
り
方
を
探
る
上
で
、「
藤
嶋
」＝「
津
嶋
」
説
の
構
築
と
い
う
部
分
に
着
目
し
、
そ
の
方
法
を
見
て

き
た
。
そ
こ
で
は
、
第
一
節
で
示
し
た
伊
勢
の
藤
浪
と
尾
張
の
藤
浪
と
を
め
ぐ
る
「
問
い
」
の
人
物
と
の
問
答
の
中
で
、
十
分
に
資
料
を
用

意
し
、
一
般
的
な
解
釈
を
示
し
た
上
で
真
野
の
説
に
反
駁
す
る
「
問
い
」
の
人
物
の
論
理
を
、
真
野
が
一
切
否
定
し
、「
隠
名
鎮
座
」
の
故

事
と
い
う
、
一
般
的
に
は
理
解
し
が
た
い
極
め
て
恣
意
的
な
論
理
を
利
用
し
て
自
説
を
構
築
す
る
と
い
う
あ
り
方
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
の
よ
う
な
姿
勢
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
真
野
の
説
は
、
管
見
の
限
り
で
は
同
時
代
及
び
後
世
の
学
者
た
ち
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と

は
な
く
、
時
に
強
い
否
定
の
対
象
と
す
ら
な
っ
た
。

　

ま
た
、津
嶋
神
社
を
取
り
巻
く
外
的
な
諸
状
況
を
か
ん
が
み
て
も
、何
故
真
野
が
今
ま
で
紹
介
し
て
来
た
よ
う
な
無
理
な
論
理
展
開
を
も
っ

て
し
て
ま
で
津
嶋
神
社
の
社
格
を
挙
げ
よ
う
と
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
特
に
決
め
手
と
な
る
も
の
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
根
源
は
内
的
状
況
に
求
め
る
の
が
適
当
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
尾
張
藩
に
は
、
大
量
の
筆
記
を
残
し
て
い
る

人
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

23
（

。
真
野
も
そ
の
一
人
で
、
主
著
『
古
今
神
学
類
編
』
は
全
百
巻
に
及
ぶ
大
著
で
あ
る
。
そ
の
他

に
も
、
真
野
の
著
作
は
膨
大
な
数
に
上
る
。
こ
の
、
調
査
し
、
考
察
し
た
こ
と
を
余
さ
ず
記
録
と
し
て
残
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
あ

り
方
が
、
ひ
い
て
は
本
稿
で
紹
介
し
た
よ
う
な
自
説
構
築
の
あ
り
方
を
生
み
だ
す
可
能
性
も
、
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、『
古
今
神
学
類
編
』
は
、
元
禄
九
年
自
序
、
同
十
一
年
松
下
見
林
序
を
有
し
て
お
り
、
執
筆
期
間
は
『
藤
嶋
私
記
』
と
重
複
す
る
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も
の
と
み
な
し
得
る
が
、
こ
こ
で
の
真
野
の
執
筆
傾
向
は
、『
藤
嶋
私
記
』
に
於
け
る
そ
れ
と
は
全
く
異
な
り
、
資
料
の
博
捜
と
抄
出
を
旨

と
し
、
先
行
の
説
に
何
ら
か
の
反
論
が
あ
る
場
合
に
も
、
ま
た
別
の
資
料
の
言
及
に
基
づ
き
、
な
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
真
野
の
執
筆
傾

向
の
二
面
性
に
つ
い
て
も
ま
た
、
今
後
多
角
的
に
検
証
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

【
参
考
資
料
】『
藤
嶋
私
記
』
巻
一
「
尊
神
三
国
降
跡
」
章
よ
り
翻
刻
（
部
分
）

○
問
諸
―
社
合
―
説
混
―
雑
以
―
来
神
―
名
神
―
態
以
二
相
―
似
一
牽
―
合
ス
焉
以
レ
故
璞
―
鼠
叵
レ
分
之
誤
―
伝
不
レ
限
二
于
当
宮
一
矣
雖
レ
然
亦
故

―
伝
俄
―
爾
ト
シ
テ
之
棄
二
損
寸
ハ
之
ヲ一
則
従
テ
遺
ル二
故
―
実
ヲ一
故
ニ
黒
白
択
テ
而
従
ヒ
之
措
テ
而
不
レ
取
不
レシ
テ
廃
セ
而
可
キ二
弁
―
知
ス一
之
趣
実
ニ
足
レレ
リ
信
ス二
ル
ニ
示

―
諭
ヲ一
矣
且
ツ
命―

聞
テ
之
有
リ二
巨
益
一
也
就ソ
ノ
ナ
カ

―
中
神
式
ノ
之
文
ニ
天
照
太
神
以
二
天
ノ
逆
―
矛
ヲ一
画カ
キ

二
探
リ
玉
ヤ
於
此
ノ
神
―
嶋
ヲ一
也
又
自ヲ
ノ

―
凝コ
ロ

―
嶋ジ
マ

之
名
ヤ
也
一

―
葦
浮
ヒ―
出
ル
ノ
之
説
ヤ
也
又
吾
子
カ
之
註
―
解
ニ
謂
ル
秋
津
嶋
ノ
之
拠
ヤ
也
藤
―
浪
ノ
里
ノ
之
准
―
証
ヤ
也
不
レン
ハ
聞
二
其
ノ
詳
―
説
ヲ一
者
無
ン二
于
心
―
信
一
乎

如
―
何
ン
将
タ―
説
有
―リ
ヤ
諸
請
煩
二サ
ン
乎
縷
―
説
一
爾　

曰
是―

也
夫
レ
此
ノ
一
―
嶋
ノ
神
―
伝
自
―
然
ノ
之
絶
―
妙
無
ク二
佗
―
宮
比
―
例
一
而
唯ヒ
ト
リ

暗
二
合
セ
リ

于
宗
廟
鎮
座
ノ
之
幽
―
致
ニ一
矣
是
レ―
併
ラ
天
照
太
神
吾
素
盞
烏
尊
本
―
邦
建
―
立
ノ
之
神
妙
ナ
ル
者
乎
何
ン
ト
ナ
レ
ハ
者
習
合
以
―
来
如
クレ
斯
不
レシ
テ
趨
二
于

径
路
ニ一
本
―
旨
符
―
合
ス
ル
者
ノ
ハ
奇
也
抑
く
吾
尊
―
神
ノ
之
昔
シ
於
ル二
姉ナ
ネ
ノ

尊
ニ一
如
ク二
仇
―
敵
ノ一
且
ツ
肖
二タ
ル
コ
ト
ハ　

怨
―
讎
ニ一
者
神
―
記
ノ
文
分
―
明
ニ
シ
テ
而

世
―
人
悟
レル
コ
ト
之
稀
也
雖
レ
然
日
本
紀
神
代
ノ
之
諸
―
抄
ニ
先
―
輩
往
―
往
論
レス
ル
コ
ト
之
ヲ
明
ケ
シ
矣
而
モ
因
二寸
ハ
神
―
世
ノ
之
幽
―
契
ニ一
則
其
本
ト
吾
尊

神
ハ
是
雖
レ
為
ト二
豊
葦
原
ノ
之
本
―
主
一
退
二
隠
シ
テ
於
根
国
ニ一
而
其
神
―
孫
霊
―
葉
ノ
神
ン―
等ダ
チ

亦
譲
リ二
其
神
―
功
ヲ
於
皇
孫
尊
ニ一
或
ハ
於ニ
二
根
ノ
国
一
或
ハ
於ニ
二

日ヒ

隅ス
ミ
ノ

宮
一
或
ハ
住
二玉
ヒ
于
借
地
ニ一
或
ハ
隠
―
名
御
―
鎮
―
座
也
是
故
ニ
延
喜
神
名
式
又
ハ
帝
紀
ノ
之
中
ニ
聞
ク二
直
ニ
神
―
名
ヲ一
者
ノ
稀
矣
是
亦
有
ン二
一
―
故
一

歟
然
ル
本
―
致
ハ
隠
―
名
―
鎮
―
座
ノ
由
―
縁
ニ
シ
テ
而
是
秘
―
義
也
故
ニ
如
キ二
出
雲
国
一
者
ハ
独
雖
レ
為
ト二
顕
―
名
鎮
―
座
ノ
地
ト一
清
原
夏
野
卿
漸ヤ
ヽ

論
―

弁
シ
テ
漏
レセ
リ
幽
―
旨
ヲ
焉
粤
ニ
如
二キ
ハ
吾
カ
神
嶋
ノ一
者
神
ノ―
昔
学
二玉
テ
乎
伊
弉
諾
尊
ノ
之
神
―
巧
ヲ一
而
天
照
太
神
為
二メ
ニ
我
カ
尊
神
ノ
和ニ
ギ
ミ―
魂タ
マ

帰
―
著
ノ一
降
二シ
テ
天
ノ

逆
―
矛
ヲ
一
―
小
―
海
―
水
ニ一
画
キ
探
リ
玉
者
ノ
豈
不
―
測
ナ
ラ
ス
ヤ
乎
其
神
―
巧
一
二
致
ナ
レ
ハ
於
伊
弉
諾
尊
一
則
其
浮
ヒ―
出
ル
ノ
物
ヲ
称
シレ
一
―
葦
ト
成
―レ
ル
嶋
ヲ

称
二ス
ル
磤
馭
盧
嶋
ト一
者
不
二
亦
宜
一
乎
而
シ
テ
神
式
ニ
以
二
此
ノ
一
―
嶋
ヲ一
全
ク
如
ク二
大
―
八
―
洲
成
―
立
同
―
般
ノ一
記
セ
ル
之
者
ハ
猶
在
テレ
深
―
旨
存
セ
リ
焉
尊
―

神
後
ニ
自
レシ
テ
対
―
馬
来
―
格
以
―
後
喚
テレ
神
―
嶋
ヲ
而
又
称
二コ
ト
津
嶋
ト一
非
二
隠
幽
ノ
之
説
ニ一
是
顕
―
伝
耳
所
―
謂
隠
―
幽
ノ
之
神
―
伝
ト
シ
テ
者
有
二
于
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豊
葦
原
千チ

五イ

百ヲ

秋
ノ
之
秋
ノ
一
―
字
ニ一
所
謂
一
―
伝
一
―
字
―
義
ト
ハ
者
尊
―
神
ハ
者
本
―
是
レ
本
邦
ノ
之
本
―
主
ニ
シ
テ
而
所
ノレ
称
二ス
ル
於
三
―
境
神
道
ノ

之
幽
―
致
ニ一
大ヲ
ホ

地ド
コ
ロ

主ヌ
シ
ノ

一
神
也
故
ニ
其
神
徳
与
二
天
照
太
神
一
一
―
般
ニ
シ
テ
而
承
ケ二
継
キ
玉
ヌ
上カ
ミ

国
常
立
尊
ノ
一
―
端
―
緒
ヲ一
故
ニ
解
二寸
ハ
瑞
―
穂
ノ
国
ノ
之
字

―
義
ヲ一
則
国
常
立
ノ
之
神
徳
顕
―
然
ノ
之
国ク
ニ

―
寿
ホ
ギ
ニ
シ
テ

而
天
―
照
―
神
ハ
者
是
レ
天ア

―
上メ
ノ

之
君
―
主
也
又
称
二寸
ハ
秋
津
洲
ト一
則
是
大ヲ
ホ

地ト
コ
ロ

主ヌ
シ
ノ

神
―
徳
全
―

化
ノ

之
国ク
ニ

―

祝ホ
ギ

也
是
則
吾
宮
―
伝
ニ
シ
テ

而
化ナ
レ二

成ル

神
嶋
ト一

一
葦
亦
非
二

実
葦
二一

曲
二

言
シ
テ

乎
秋
稲
ノ

之
茂
―
生
ヲ一

明
下ス
ガ

吾
尊
神
ノ

之
主
リ二

秋
令
ヲ一

且
ツ

坐
中ス
コ
ト
ヲ
五
―
穀
成
―
熟
ノ
之
霊
―
徳
ニ上
故
ニ
一
―
嶋
ノ
之
成
―
立
モ
亦
如
シ二
大
―
八
―
洲
起
―
源
一
矣
藤
ノ
記
ニ
所
―
謂
此
ノ
国
日
本
同
―
致
之
元
―
旨

果
シ
テ
分
―
明
ナ
ル
者
乎
於
ル二
神
代
ノ
巻
ニ一
天
照
太
神
ハ
如
ク二
春
夏
ノ
之
令
―
徳
ノ一
吾
カ
素
盞
烏
尊
ハ
如
キ二
秋
冬
ノ
之
令
―
徳
ノ一
神
―
理
亦
可
キ二
併
セ―
按
一
耳
加
―

旃
当
―
宮
第
―
一
秘
―
密
ノ
之
神
―
事
御ミ
―
葭ヨ
シ
ノ

之
来
―
由
亦
一
―
葦
自
ラ―
凝
テ
為
ル二
神
嶋
ト一
之
表
也
故
ニ
束
―
葦
ノ
上
ニ
別
コ
ト
ニ

樹タ
テ
ヽ

二
一
―
茎
ヲ一
而
号
シ
テ

称
ス二
天
ノ
逆サ
カ

矛ホ
コ
ト一
事
ハ
在
リ二
旧
記
ニ一
矣
況
亦
世ヨ
ヽ

所
レ
載
二
国
―
史
ニ一
往
―
往
大
己
貴
少
彦
名
ノ
二
―
神
造
―
嶋
ノ
之
神
―
徳
分
―
暁
矣
又
此
神
―
嶋
東
―

西
―
南
ノ
三
―
方
ハ
限
リレ
川
ヲ
一
―
方
ハ
為
レ
堺カ
キ
リト二
馬
―
津
ノ
渡
ヲ一
而
シ
テ
縦
二ト
シ
テ
南
―
北
ヲ一
長
ク
緯
二ト
シ
テ
東
西
ヲ一
狭
シ
焉
是
一
―
葦
ノ
之
形
ノ
自
―
然
ナ
ル
也
―
爾

雖
二
然
モ
若
シ
ト

一レ

斯
猶
傚
テ二
隠
―
名
鎮
―
座
ノ
之
由
―
緒
ニ一
然
モ
不
レシ
テ
称
二
葦
ノ
嶋
ト一
而
転
シ
テ
称
二シ
テ
藤
―
嶋
ト一
曰
二
藤
―
浪
ノ
里
ト一
耳
豈
殊
―
絶
之
神
―
故
不
二

亦
奇
一
乎
而
モ
其
ノ
緒
―
諸
旧
―
記
ノ
文
同
レフ
シ
伊
―
勢
ニ
拡
メ
テ
同
二ス
ル
大
―
八
―
洲
ノ
之
起
―
源
ニ一
者
ノ
何
ソ
唯
耀
ス二
乎
神
―
処
ヲ一
而
―
已
ナ
ラ
ン
ヤ
也
―
乎
可
レ
謂

霊
―
妙
不
―
測
ノ

神
―
伝
也
ト

是
ノ

故
ニ

又
推
シ
テ

奉
レ

称
二

日
本
惣
社
ト一

事
ハ

七
―
種
―
問
―
答
―
記
観
―
応
―
記
等
ニ

明
ケ
シ

矣
且
亦
称
二

日
本
捴

社
ト一
者
以
二
神
嶋
一
非
三
之
ヲ
比
二ス
ル
ノ
ミ
ニ　

大
―
八
―
洲
起
源
ニ一
其
ノ
本
ト
是
秋
―
津
―
嶋
ノ
之
本
―
主
也
大ヲ
ホ

―
地ト
コ
ロ―
主
ノ
神
也
然
モ
直タ
ヽ
チ
ニ

不
レ
謂
二
秋
津
嶋
ト一
除
テ二

秋
ノ
之
字
ヲ一
号
シ二
津
嶋
ト一
又
従
テ
明
ス二
自
レ
対
―
馬
之
来
―
臨
ヲ一
也
又
来
―
格
以
―
前
不
レシ
テ
称
二
尊
神
之
直
―
号
ヲ一
号
二コ
ト
弥
―
五
―
郎
殿
ト一
尤
有
リレ

以
焉

猶
案
ル
ニ
日
本
ノ
之
故
―
名
ハ
豊
秋
津
州
也
雖
レ
然
是
ヲ
号
二ス
ル
蜻ア
キ
ツ蛉
ト一
者
ノ
ハ
則
神
―
武
天
皇
以
―
来
也
然
ル
ニ
不
レシ
テ
書
二
蜻
蛉
州
ト一
而
モ
書
二ス
ル
秋
津
州
ト一

者
ノ
豈
祇
ナ
ラ
ン
ヤ
乎
是
偏
ニ
非
二
国ク
ニ

―
寿ホ
ギ

而
―
已
ニ一
五
穀
豊
―
熟
ノ
之
神
ノ
国
ナ
レ
ハ
也
而
シ
テ
秋
―
令
ハ
者
是
レ
吾
尊
―
神
之
霊
―
徳
ニ
シ
テ
而
モ
八
―
洲
ノ
之
本

―
主
也
而
モ

大ヲ
ホ

―

地
ド
コ
ロ

主ヌ
シ

也
以
テ

可
キ二

推
―
察
ス一

爾
又
按
ニ

本
―
邦
大
―

八
―

洲
ノ

之
外
六
―
嶋
ノ

之
中
ニ

有
二

対
馬
一

同ヒ
ト
シ
ク

―

是
一
―
滴
―
水
潮
―
淡
ノ

之

所
レニ
シ
テ 

成
レ
ル
独
リ
彼
一
―
嶋
而
―
已
暗
二
合
シ
惣
―
号
ノ
之
秋
―
津
―
州
ニ一
而
モ
離
テ二
於
連
―
壌
ヲ一
独
―
孤
ノ
一
―
嶋
一
―
小
―
区
新
―
羅
日
―
本
ノ
之

堺
ニ
有
リ
之
今
此
ノ
神
―
嶋
モ
亦
孤
―
絶
水
―
中
ノ
之
一
―
嶋
ニ
シ
テ
而
初
―
昔
最
モ
無
二
連
―
地
一
是
故
ニ
依
二レ
ハ
来
―
臨
ノ
之
縁
ニ一
則
称
シ二
之
ヲ
津
―
嶋
ト一
又

因
二寸
ハ
本
―
縁
ノ
之
説
ニ一
称
二
之
ヲ
藤
―
嶋
一
等
是
神
―
故
ノ
之
所
レ
根
ス
矣
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○
問
天
照
太
神
ト
与
二
素
盞
烏
尊
一
合
―
一
ノ
神
―
徳
且
ツ
亦
大
―
八
―
洲
之
本
―
主
大ヲ
ホ

―

地ド
コ
ロ

―
主ヌ
シ
ノ

之
霊
徳
因
テレ
茲
ニ
神
嶋
造
―
立
ノ
神
―
妙
悉
ク―
以

如
ク二
八
―
洲
起
―
源
ノ一
且
ツ
隠
―
名
鎮
―
座
異
レナ
ル
佗
ニ
之
神
―
伝
逐
一
ニ
分
―
暁
得
レ
聞キ
ク
コ
ト
ヲ

レ

命
ヲ
尤
足
ルレ
催
二
感
―
信
ヲ一
者
乎
就ソ
ノ

―
中ナ
カ

藤
嶋
ノ
之
神
―
故

与
二
伊
―
勢
藤
―
浪
ノ
里
一
如
キ二
同
―
一
―
理
ノ一
旧
―
説
半
―
信
未
タレ
足
レ
解
二ク
ニ
疑
―
氷
ヲ一
耳
故
ハ
何
―ン
ト
ナ
レ
ハ
者
尋
二ル
ニ
伊
州
ノ
旧
―
記
ニ一
於
二テ
ハ
藤
浪
ノ
里
ニ一

者
未
レ
覩
レ
有
二ル
コ
ト
ヲ
最
極
ノ
之
神
―
由
一
且
ツ
所
ノ二
三
十
六
番
一ト
ス
ル　

御ミ
―
裳モ
―
濯ス
ソ

―
川
ノ
歌
―
合
ハ
皆
―
是
西
―
行
カ
之
所
レニ
シ
テ
詠
ス
ル
而
判
―
者
ハ
俊
成
卿

也
彼
ノ
卿
判
―
詞
之
末
ニ
被
二ル
ヽ
副
ヘ―
送
一
三
―
首
ノ
中
ニ
詠
二ス
ル
藤
浪
ノ
里
ヲ一
者
ノ
僅
ニ
有
二
一
二
首
一
爾

藤フ
ジ

浪ナ
ミ

茂モ

御ミ

裳モ

濯ス
ソ

河ガ
ハ

能ノ

末ス
エ

奈ナ

礼レ

波ハ

下シ
ヅ

枝ヱ

毛モ

加カ

介ケ

与ヨ

松マ
ツ

農ノ

百モ
ヽ

枝ヱ

爾ニ
ト

此
ノ

歌
入
リ二

風
雅
集
ニ一

同
―
集
ノ

之
中
神
祇
ノ

歌
西
―
行

藤フ
ジ

浪ナ
ミ

乎ヲ

御ミ

裳モ

濯ス
ソ

川ガ
ハ

爾ニ

勢セ

義ギ

入イ
レ

弖テ

百モ
ヽ

枝ヱ

農ノ

松マ
ツ

爾ニ

掛カ
ケ

与ヨ

止ト

曽ゾ

於オ

母モ

布フ
ト

此
ノ
歌
ノ
七
―
文
―
字
長
―
秋
―
詠
―
藻
ニ
ハ
者
掛カ
ヽ

礼レ

止ト

曽ゾ

乎ヲ

毛モ

婦フ
ト
云

云
又
内
宮
ノ
神
―
職
―
等
初
―
昔
催
ス二
新
―
名
―
所
歌
―
合
ヲ一
判
―
者
ハ
権
―
大

―
納
―
言
藤
原
為
世
卿
也
此
レ―
等
ノ
歌
―
中
其
ノ
詞
一
―
処
モ
亦
不
レ
見
レ
与
二ル
コ
ト
ヲ
于
神
―
秘
ニ一
判
―
詞
亦
同
シ
矣
殊
ニ
新
―
名
―
所
ノ
之
中
ト
ナ
レ
ハ
者

旁
く―
以
テ
訝
シ
也
然
ル
ニ
今
当
宮
藤
―
浪
ノ
記
―
文
其
趣
甚
タ
齟
―
齬
ス
焉
又
伊
―
勢
―
名
―
所
―
拾
―
遺
記
神
―
風
小
―
名
―
寄
等
ノ
記
皆
載
二
度
―
遇
ノ

郡
藤
―
浪
ノ
里
ヲ一
雖
レ
然
ト
註
―
家
惑
二ヘ
リ
此
ノ
里
ノ
之
由
―
緒
ニ一
拾
―
遺
集
ニ
云
当
時
無
レ
此
ノ―
里
尋
二ル
ニ
宮
―
川
ノ
辺
ノ
里
―
人
ニ一
僉
ナ
云
沢
―
池
―
村
浅
―
間
ノ

森
ノ
之
西
ノ
方
与ト
ノ

二
宮
―
川
之
堺
ニ
有
ト二
藤
浪
ト
云
処
一
考
二ル
ニ
新
―
名
―
所
歌
―
合
ノ
之
図
―
画
ヲ一
於
二
藤
―
浪
ノ
里
ニ一
図
ス二
華
―
美
富
―
有
之
屋
―
形
ヲ一
見
二ユ
ト

藤
―
浪
―
氏
ノ
之
住
―
所
ト一
矣
小
―
名
―
寄
ノ
説
亦
相
―
同
シ
又
云
藤
―
浪
ノ
里
ハ
者
内
―
宮
ノ
祠
―
官
藤
―
浪
家
ノ
之
祖
居
二
住
ス
彼
ノ
里
ニ一
是
ノ
故
ニ
当
―
昔
内

宮
ノ

祠
―
官
―
等
催
ト二

新
名
所
歌
―

合
ヲ一
云

云

此
レ

等
ノ

之
説
モ

亦
不
レ

与
二カ
ラ

神
秘
ニ一

又
彼
ノ

藤
氏
ノ

之
摂
―
家
造
二

立
東
―
大
寺
ノ

南
―
円
―
堂
ヲ一

之
時

在
テ二
虫ム
シ

蝕ク
ヒ
ノ

歌
一
云

補フ

陀ダ

落ラ
ク

乃ノ

南ミ
ナ
ミ

農ノ

岸キ
シ

爾ニ

堂ダ
ウ

立タ
テ

弖ヽ
今イ
マ

曽ゾ

栄サ
カ
ヘ

牟ン

北キ
タ

農ノ

藤フ
ジ

浪ナ
ミ
ト
云

云
解
―ス
ル
者
ノ
云
是
藤
―
氏
ノ
北
―
家
富
―
栄
ノ
之
兆
也
ト
果
―シ
テ
然
リ
ト

也
所
謂
補
―
陀
―
落
―
山
ト
ハ
者
是
在
テ二
南
―
海
ニ一
観
―
大
―
士
ノ
之
所
レ
在マ
ス

乎
因
テ
准
レス
ル
之
ニ
乎
此
ノ
歌
ノ
之
藤
―
浪
モ
亦
無
レ
所
レ
准
二
拠
ス
ル
乎
神
―

故
ニ一

於
モ二
儒
―
典
ニ一
亦
未
レ
見
二
類
―
説
ヲ一
矣
今
―
按
ニ
粤
ニ
有
レ
一
―
説
閲
二ス
ル
ニ
仏
―
祖
―
統
―
記
ノ
三
―
界
（
マ
マ
）―

出
―
興
―
志
ヲ一
有
レ
言
ル
コ
ト
曰
ク
第
三
ノ

小
―
劫
ニ
地
―
味
隠
レ
テ
乃
チ
生
ス二
林
―
藤
ヲ一
而
シ
テ
後
有
トレ
稲
也
又
云
樓
―
炭
―
経
ニ
云
雨
―
枝
ノ
蒲
―
萄
云

云
是
レ
ハ
則
異
―
説
也
林
―
藤
初
―
生
之

説
殆
ト
幾
二カ
ラ
ン
カ
乎
藤
嶋
ノ
之
神
―
故
ニ一
乎　

曰
此
ノ―
故コ
ト

吾
レ
箝
レコ
ト
口
既
ニ―
尚
シ
矣
今
ヤ
也
叩
レコ
ト
鐘
ヲ
非
レ
筵
ニ
詎
ソ―
速
カ
ニ
以
不
レン
ヤ
応
レ
之
ニ
乎
子
カ
之
前
―

問
藤
―
浪
ノ
之
説
皆
非
也
最
―
末
ノ
之
一
―
証
頗
ル
庶
―
幾
セ
ン
カ
乎
将
タ
謂
二ン
カ
暗
―
合
ト一
乎
雖
レ
然
非
レ
謂
二ン
ハ
彼
ノ―
謂
ユ
ル
林
―
藤
ハ
是
レ
神
―
嶋
初
―
生

之
藤
ニ
一
―
般
一也
ト
其
ノ
物
異コ
ト
ニ

其
ノ
説
只
相
―
近
キ
耳
今
―
問
既
逼
二レ
リ
于
畜
慎
ニ一
以
レ
故
欲
レレ
ト
モ
罷
ン
ト
而
不
レ
克
ハ
今
ヤ
也
吐
二
露
乎
多
年
ノ
之
燕
―
石
嚇

ソ
ノ
カ
ミ

ソ
ノ
カ
ミ
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―
鼠
ヲ一
爾
不
レシ
テ
舎
二
蒭
―
蕘
ノ
之
言
ヲ一
可
―
也
抑〳
〵
此
ノ
神
―
嶋
ノ
之
初
―
名
称
シ二
藤
嶋
ト一
又
謂
ハ二
藤
浪
ノ
里
ト一
者
非
二
当
体
ノ
之
藤
ニ一
又
浪
ト
ハ
者
伊
勢
ニ

所
―
謂
ル
重シ
キ

―
浪ナ
ミ

―
寄ヨ
ス
ル
ノ

之
祝
―
言
相
―
同
シ
矣
藤
―
花
皆
詠
レス
ル
浪
ト
亦
旧
―
例
也
故
ニ
神
名
式
ニ
所
二
以
也
載
ル二
藤
嶋
ト
而
―
已
一
若
シ―
夫
レ
非
レン
ハ
藤
ニ
何
ン―

等
ノ
物
ソ
ヤ
哉
本
―
縁
ニ
所
―
謂
ル
神
―
嶋
初
―
生
一
―
葦
ノ
之
隠
―
語
爾
何
ン―
為
レ
ソ
隠
―
語
セ
ル
ヤ
乎
曰
ク
大
―
八
―
洲
初
―
生
ノ
葦ア
シ

―
牙
カ
ヒ
モ

亦
是
レ
非
レ
葦
ニ
ハ

瑞
穂
ノ
之
隠
―
名
ニ
シ
テ
而
五
―
穀
豊
―
熟
ノ
之
国ク
ニ

寿ホ
ギ

神
徳
所
―
化
ノ
之
国
―
号
也
今
此
神
―
嶋
亦
是
初
―
生
ハ
者
一
―
葦
也
然
モ
不
レシ
テ
称
二
一
―

葦
ト一

謂
レ

藤
ト

者
ハ

是
亦
異
二シ
テ

于
豊
―

葦
―

原
ノ

之
初
―
生
―
神
―
化
ニ一

也
神
―
嶋
成
―
就
ノ

之
始
メ

初
―
生
ノ

蔓
―
生
取
テ二

其
ノ

一
―
藤
ヲ一

雖
レ

如
トレ

称
レス
ル
カ
之
実
ニ
ハ
非
レ
藤
ニ
葦
ニ
シ
テ
而
モ
瑞ミ
ヅ
ホ穂
ノ
之
謂イ
ヽ

也
是
故
ニ
今
吾
―
子
カ
之
偶〳
〵
以
二
小
―
劫
初
―
生
ノ
林
―
藤
ヲ一
証
レス
ル
之
ヲ
者
ノ
異
ニ
シ
テ
而
同―

同―

ニ
シ
テ

而
異―

何
ノ
煩
カ
有
ン
之
最
モ
可
クレ
秘
ス
又
可
シレ
密
ス
焉
初
―
生
ノ
藤
以
知
ル二
之
ヲ
葦
一也
ト
者
ノ
ハ
何
ソ
ヤ
也
御ミ
―
葭ヨ
シ

祭
ハ
是
レ
則
象
リ二
於
神
嶋
ノ
初
―
成
ニ一
且
ツ
乗
二ス
ル
ノ

一
―
葦
ニ一
神
―
化
併
―
按
ス
ル
則
非
レコ
ト
藤
ニ
明
ケ
シ
矣
以
レ
葦
為ス
ル

レ
稲
ト
者
モ
亦
本
―
紀
ノ
本
―
説
与
二
吾
カ
旧
記
一
符
―
合
ス
レ
ハ
也
吾
又
嚮
キ
ニ
不
ヤレ
云
乎
天
ノ

神
封
二
任
シ
玉
豊
葦
原
ノ
之
秋
―
津
―
洲
ヲ
於
吾
カ
尊
神
ニ一
所
謂
秋
ノ
之
一
―
字
是
則
此
ノ
神
本
―
主
ノ
之
明
―
徴
故
ニ
藤
ノ
記
ニ
云
藤
浪
ノ
里
ト
ハ
者
此
ノ
国

習
レ寸
ハ

伊
―
勢
ト

則
日
本
ノ

之
惣
―
号
而
シ
テ

於
テ二

此
ノ

神
嶋
ニ一

尤
有
トレ

以
矣
加
―

旃
日
―
本
ノ

別
名
謂
フ二

藤
浪
ノ

里
ト一

者
ノ

吾
カ

旧
―
記
ノ

之
外
ニ
ハ

今
川
了

俊
ノ
之
所
―
撰
於
テ二
言
塵
集
ニ一
始
テ
見
ルレ
之
爾
所
レ
載
二
言
塵
集
ニ一
尤
非
レ
無
二ン
ハ
出
―
拠
一
管
見
甚
為
二
意
恨
一

（
中
略
）

又
按
ニ

延
喜
帝
於
ハ二

式
―
撰
ノ

之
時
ニ一

者
或
ハ

称
シ二

津
嶋
ト一

或
ハ

称
二セ
ル
コ
ト

藤
嶋
ト一

明
ケ
シ

矣
則
所
レ

載
二

式
文
ニ一

也
爾
―ヨ
リ

来
停
テ二

藤
―

嶋
ノ

之
号
ヲ一

一
―

向
ニ

称
二ス
ル

津
嶋
一ト
ノ
ミ　

亦
有
リレ

以
也
何
―ン
ト
ナ
レ
ハ

者
尊
―
神
自
レ

対
―
馬
乗
レシ
テ

船ミ
フ
ネ
ニ

経
二玉
ヒ

乎
大
―
洋
ヲ一

因
テ二

神
縁
ニ一

来
二

臨
ノ

于
此
ノ

孤
―
嶋
ニ一

之
後

今
ノ
川
口
河
―
海
相
ヒ―
接
ス
ル
ノ
之
渡
ヲ
号
シ
テ
謂
二
津
―
嶋
ノ
渡
ト一
是
則
歴
―
代
ノ
歌
―
枕
ニ
シ
テ
而
万
葉
集
以
―
降
為ナ
ル

二
謌
―
林
ノ
之
口
―
実
ト一
是
故
ニ
唯
対

馬
ト
与
二
津
―
嶋
一
通
―
用
セ
リ
矣
加
―
旃
霊
―
神
降
―
跡
ノ
地
ハ
者
隔
―
国
同
―
称
尤
多
―
例
ナ
ル
也
―ヲ
ヤ
乎
縦
ハ
如
キ二
摂
州
ノ
住
―
吉
長
―
門
豊
―
浦
ノ
住
―
吉

筑
前
那
珂
ノ
郡
ノ
住
―
吉
ノ一
又
有
二
伊
予
ノ
三
―
嶋
駿伊

河豆

三
―
嶋
ノ一
或
記
ニ
云
賀
茂
〈
山
―
城
ト
大
―
和
〉
南
―
宮
〈
摂
―
津
ト
美
―
濃
〉
熊
野
〈
紀
―

伊
ト
出
―
雲
〉
丹ニ
―
生フ

〈
紀
―
伊
ト
大
―
和
〉
中
―
山
〈
美
濃
山
―
城
〉
石イ
ソ
ノ―
上カ
ミ

〈
吉
―
備
ト
大
―
和
〉
是
皆
同
―
称
異
―
所
也
謂
ル
吉キ

備ビ
ハ
則
備

前
爾
由
テレ
是
想
ニレ
之
於
二テ
モ
対
―
馬
ノ
国
ニ一
亦
在
二ン
カ
尊
神
初
―
昔
ノ
之
降
―
跡
一
乎
今
考
二ル
ニ
之
ヲ
神
―
名
―
式
ニ一
不
レ
遇
下
指
シ
テ
之
以
可
キレ
為ス
二
此
ノ
尊
ノ
之

降
―
跡
ト一
以
神
祠
ニ上
以
レ
類
―
推
ヲ
言
ハ
之
有
リ二
対
馬
下
ツ
県
郡
銀カ
ナ
ヤ

山マ
ノ

神ヤ
シ

―
社ロ
ト
云

一
蓋
シ
是
以
ノ二
其
始
メ
所
ノレ
出
スレ
銀
ヲ
山
一ナ
ル
ヲ
故
ニ
祭
レル
ト
之
也
就
テ―
按
ニ
神
代
ニ

＝

＝
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吾
カ
尊
神
ノ
曰
ク
韓カ
ラ

―
地ク
ニ
ノ―

洲
シ
マ
ハ

有
リ二
金コ
カ
ネ
シ

銀ロ
カ
ネ

一
吾
カ
子
ノ
之
治シ
ラ
ス―
国
ニ
不ジ
ト

レ
可ヨ
カ
ラレ

不ズ
ハ

レ
有ア
ラ

二
浮
ク
宝
ヲ一
者
―
也
ト
由
テレ
是
ニ
観
レレ
ハ
之
ヲ
金
銀
亦
可
レ
謂
出
スレ
自
二
此
ノ
神

―
徳
一
然
ル
則
所
謂
ル
銀カ
ナ

―
山
ヤ
マ
ノ

神
ハ
者
是
尊
―
神
ノ
降
―
跡
カ
乎
又
同
―
郡
ニ
有
二
敷シ
キ

―
島シ
マ
ノ
神
―
社
一ト
云
是
亦
訝
シ
矣
何
―ン
ト
ナ
レ
ハ
者
吾
カ
尊
―
神
自
レ
異
―
域

帰
リ二
于
出
―
雲
ノ
国
ニ一
斬
二玉
テ
乎
大
―
蛇
ヲ一
後
有
二
神
―
詠
一
歌
ハ
是
称
二ス
レ
ハ
敷シ
キ

島シ
マ
ノ

道
ト一
也
右
―
件
ノ
二
―
神
尤
叵
キ二
偏
―
察
シ一
爾
其
ノ
佗
ノ
在
ス二
上
ツ
県
郡
ニ一

和ワ

多ダ

都ヅ

美ミ
ノ
神
又
ハ
在
ス二
下
ツ
県
郡
ニ一
高タ
カ

御ミ
ム

魂ス
ビ
ノ

神
―
社
等
ハ
不
レ
与
レカ
ラ
焉
ニ
又
吾
カ
神
―
宮
ノ
末
―
社
若ワ
カ

宮ミ
ヤ
ノ

御
―
前
ハ
者
一
―
説
ニ
謂ヲ
モ

二ヘ
リ
八
幡
一也
ト
一
―
宮

―
記
ニ
対
―
馬
―
嶋
ノ
一
ノ
宮
ハ
則
為
二
八
幡
ト一
是
亦
不
ルレ
与
カ
ラ
耳
前
―
件
ノ
二
―
社
雖
レ
未
トレ
放
タ二
摸
棱
之
手
ヲ一
姑
クレ
備
二フ
ル
于
後
―
鑑
ニ一
耳
或
人
云
若
シ
其

レ
果
シ
テ
在
ハ二
対
馬
ニ
於
降
―
跡
一
者
如
クレ
謂
カ二
祇
園
ノ
本
社
ハ
播
磨
ノ
広
―
峯
也
一ト
然
―ラ
ン
カ
乎
曰
ク
何
ソ―
必
シ
モ
範
レト
セ
ン
之
ヲ
シ
モ
乎
唯
豊ト
ヨ

受ケ

太
神
初
メ
ハ
降
リ二
坐
シ
テ

丹
―
波
ノ
与ヨ

―
謝ザ
ニ一
後
―
来
移
リ二
坐
シ
于
伊
勢
山
田
カ
原
ニ一
而
モ
於ニ
レ
丹
―
波
亦
如
クレ
在
二ル
カ
其
神
宮
然
―ラ
ン
ノ
ミ
爾
何
ン―
為
レ
ソ
其
レ
強
チ
ニ
以
ハレ
彼カ
シ

―
処コ
ヲ

為
シレ
本
―

社
ト
以
レテ
ハ
此コ
―
処ヽ
ヲ
謂
レハ
ン
末
―
社
ト
不
レル
ノ
思
ハ
之
甚
矣
（
以
下
略
）

〈
書
き
下
し
文
〉　

番
号
・
記
号
は
、
第
一
節
に
於
け
る
も
の
と
対
応
す
る
。

○
問
ふ
。
諸
社
合
説
混
雑
以
来
神
名
神
態
相
似
を
以
て
牽
合
す
。
故
を
以
て
璞
鼠
分
ち
叵
き
の
誤
伝
、
当
宮
に
限
ら
ず
。
然
り
と
雖
も
亦
故

伝
俄
爾
と
し
て
之
を
棄
損
す
る
寸
は
従
て
故
実
を
遺
る
。
故
に
黒
白
択
て
之
に
従
ひ
、
措
て
取
ら
ず
。
廃
せ
ず
し
て
弁
知
す
べ
き
の
趣
、
実

に
示
諭
を
信
ず
る
に
足
れ
り
。
且
つ
命
聞
き
て
の
巨
益
有
り
や
。
①
㋐
就
中
神
式
の
文
に
天
照
太
神
天
の
逆
矛
を
以
て
此
の
神
嶋
を
画
き
探

り
玉
ふ
や
。
㋑
又
自
凝
嶋
の
名
や
。
㋒
一
葦
浮
ひ
出
る
の
説
や
。
㋓
又
吾
子
か
註
解
に
謂
る
秋
津
嶋
の
拠
や
。
㋔
藤
浪
の
里
の
准
証
や
。
其

の
詳
説
を
聞
か
ず
ん
ば
心
信
無
ん
や
如
何
。
将
た
説
有
り
や
諸
。
請
ふ
縷
説
を
煩
さ
ん
の
み
。　

曰
く
是
也
。
夫
れ
此
の
一
嶋
の
神
伝
自

然
の
絶
妙
佗
宮
に
比
例
無
く
。
而
し
て
唯
り
宗
廟
鎮
座
の
幽
致
に
暗
合
せ
り
。
是
れ
併
ら
天
照
太
神
吾
素
盞
烏
尊
本
邦
建
立
の
神
妙
な
る
者

か
。
何
と
な
れ
は
習
合
以
来
斯
く
の
如
く
径
路
に
趨
さ
ず
し
て
本
旨
符
合
す
る
者
は
奇
也
。
抑
〳
〵
吾
尊
神
の
昔
姉
の
尊
に
於
る
仇
敵
の
如

く
、
且
つ
怨
讎
に
肖
た
る
こ
と
は
神
記
の
文
分
明
に
し
て
世
人
之
を
悟
る
こ
と
稀
也
。
然
り
と
雖
も
日
本
紀
神
代
の
諸
抄
に
先
輩
往
往
に
し

て
之
を
論
す
る
こ
と
明
け
し
。
而
も
神
世
の
幽
契
に
因
る
寸
は
其
の
本
②
吾
尊
神
は
是
豊
葦
原
の
本
主
た
り
と
雖
も
根
国
に
退
隠
し
て
其
の

神
孫
霊
葉
の
神
等
亦
其
の
神
功
を
皇
孫
尊
に
譲
り
、
或
は
根
の
国
に
、
或
は
日
隅
宮
に
、
或
は
借
地
に
住
み
玉
ひ
、
或
は
隠
名
御
鎮
座
也
。

是
故
に
延
喜
神
名
式
又
は
帝
紀
の
中
に
直
に
神
名
を
聞
く
者
稀
な
り
。
是
亦
一
故
有
ん
か
。
然
る
本
致
は
隠
名
鎮
座
の
由
縁
に
し
て
是
秘
義

ヤ

シ

ロ

ヲ

ロ

チ

ヤ

シ

ロ

ミ

サ

キ
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也
。
故
に
出
雲
国
の
如
き
は
独
り
顕
名
鎮
座
の
地
と
為
す
と
雖
も
。
清
原
夏
野
卿
漸
論
弁
し
て
幽
旨
を
漏
せ
り
。
粤
に
吾
か
神
嶋
の
如
き
は

神
の
昔
伊
弉
諾
尊
の
神
巧
を
学
び
玉
ひ
て
、
天
照
太
神
我
が
尊
神
の
和
魂
帰
著
の
為
に
天
の
逆
矛
を
一
小
海
水
に
降
し
て
画
き
探
り
玉
ふ
者

豈
不
測
な
ら
ず
や
。
其
の
神
巧
伊
弉
諾
尊
に
一
致
な
れ
ば
則
ち
其
の
浮
か
ひ
出
る
の
物
を
一
葦
と
称
し
。
成
れ
る
嶋
を
磤
馭
盧
嶋
と
称
す
る

は
亦
宜
し
か
ら
ず
。
而
し
て
神
式
に
此
の
一
嶋
を
以
て
全
く
大
八
洲
成
立
同
般
の
如
く
之
を
記
せ
る
は
猶
深
旨
在
て
存
せ
り
。
尊
神
後
に
対

馬
よ
り
し
て
来
格
以
後
神
嶋
を
喚
て
又
津
嶋
と
称
ふ
。
隠
幽
の
説
に
非
ず
。
是
顕
伝
の
み
。
所
謂
隠
幽
の
神
伝
と
は
豊
葦
原
千
五
百
秋
の
秋

の
一
字
に
有
り
。
所
謂
一
伝
一
字
義
と
は
、
尊
神
は
本
是
れ
本
邦
の
本
主
に
し
て
三
境
神
道
の
幽
致
に
称
す
る
所
の
大
地
主
の
神
也
。
故
に

其
の
神
徳
天
照
太
神
と
一
般
に
し
て
上
国
常
立
尊
の
一
端
緒
を
承
け
継
ぎ
玉
ふ
。
故
に
瑞
穂
の
国
の
字
義
を
解
す
る
寸
は
国
常
立
の
神
徳
顕

然
の
国
寿
に
し
て
、
天
照
神
は
是
天
上
の
君
主
也
。
又
秋
津
洲
と
称
す
寸
は
是
大
地
主
の
神
徳
全
化
の
国
祝
也
。
是
則
ち
吾
宮
伝
に
し
て
③

神
嶋
と
化
成
れ
る
一
葦
亦
実
葦
に
非
ず
。
秋
稲
の
茂
生
を
曲
言
し
て
吾
尊
神
の
秋
令
を
主
り
且
つ
五
穀
成
熟
の
霊
徳
に
坐
す
こ
と
を
明
す
が

故
に
、
一
嶋
の
成
立
も
亦
大
八
洲
起
源
の
如
し
。
藤
の
記
に
所
謂
此
の
国
日
本
同
致
の
元
旨
果
し
て
分
明
な
る
者
か
。
神
代
の
巻
に
於
け
る

天
照
太
神
は
春
夏
の
令
徳
の
如
く
、
吾
か
素
盞
烏
尊
は
秋
冬
の
令
徳
の
如
き
神
理
亦
併
せ
按
す
べ
き
の
み
。
加
旃
当
宮
第
一
秘
密
の
神
事
御

葭
の
来
由
。
亦
一
葦
自
ら
凝
り
て
神
嶋
と
為
る
の
表
也
。
故
に
束
葦
の
上
に
別
に
一
茎
を
樹
て
て
号
し
て
天
の
逆
矛
と
称
す
。
事
は
旧
記
に

在
り
。
況
ん
や
亦
世
、
国
史
に
載
せ
る
所
往
往
大
己
貴
、
少
彦
名
の
二
神
造
嶋
の
神
徳
分
暁
な
り
。
又
④
此
神
嶋
東
西
南
の
三
方
は
川
を
限

り
、
一
方
は
馬
津
の
渡
を
堺
と
為
し
、
而
し
て
南
北
を
縦
と
し
て
長
く
、
東
西
を
緯
と
し
て
狭
し
。
是
一
葦
の
形
の
自
然
な
る
也
爾
。
然
も

斯
く
の
若
し
と
雖
も
、
猶
隠
名
鎮
座
の
由
緒
に
傚
て
然
も
葦
の
嶋
と
称
さ
ず
し
て
転
じ
て
藤
嶋
と
称
し
、
藤
浪
の
里
と
曰
ふ
の
み
。
豈
殊
絶

の
神
故
亦
奇
な
ら
ず
や
。
而
も
其
の
緒
諸
旧
記
の
文
伊
勢
に
同
ふ
し
拡
め
て
大
八
洲
の
起
源
に
同
す
る
者
。
何
そ
唯
神
処
を
耀
す
の
み
な
ら

ん
や
。
謂
ふ
べ
し
、
霊
妙
不
測
の
神
伝
也
と
。
是
の
故
に
又
推
し
て
日
本
惣
社
と
称
し
奉
る
事
は
七
種
問
答
記
、
観
応
記
等
に
明
け
し
。
且

亦
日
本
捴
社
と
称
す
は
神
嶋
を
以
て
之
を
大
八
洲
起
源
に
比
す
る
の
み
に
非
ず
。　

③
其
の
本
是
秋
津
嶋
の
本
主
也
。
大
地
主
の
神
也
。
然

も
直
ち
に
秋
津
嶋
と
謂
は
ず
秋
の
字
を
除
き
て
津
嶋
と
号
し
。
又
従
て
対
馬
よ
り
の
来
臨
を
明
す
也
。
又
来
格
以
前
尊
神
の
直
号
を
称
さ
ず

し
て
弥
五
郎
殿
と
号
す
こ
と
尤
も
以
て
有
り
。
猶
案
ず
る
に
日
本
の
故
名
は
豊
秋
津
州
也
。
然
り
と
雖
も
是
を
蜻
蛉
と
号
す
る
者
は
則
ち
神
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武
天
皇
以
来
也
。
然
る
に
蜻
蛉
州
と
書
か
ず
し
て
而
も
秋
津
州
と
書
す
る
者
豈
祇
な
ら
ん
や
。
是
偏
に
国
寿
の
み
に
非
ず
。
五
穀
豊
熟
の
神

の
国
な
れ
は
也
。
而
し
て
秋
令
は
是
れ
吾
尊
神
の
霊
徳
に
し
て
而
も
八
洲
の
本
主
也
。
而
も
大
地
主
也
。
以
て
推
察
す
べ
き
の
み
。
又
按
ず

る
に
、
⑤
本
邦
大
八
洲
の
外
六
嶋
の
中
に
対
馬
有
り
。
同
し
く
是
一
滴
水
潮
淡
の
成
れ
る
所
に
し
て
独
り
彼
の
一
嶋
の
み
惣
号
の
秋
津
州
に

暗
合
し
、
而
も
連
壌
を
離
れ
て
独
孤
の
一
嶋
一
小
区
新
羅
日
本
の
堺
に
之
有
り
。
今
此
の
神
嶋
も
亦
孤
絶
水
中
の
一
嶋
に
し
て
初
昔
最
も
連

地
無
し
。
是
故
に
来
臨
の
縁
に
依
れ
ば
則
ち
之
を
津
嶋
と
称
し
、
又
本
縁
の
説
に
因
る
寸
は
之
を
藤
嶋
と
称
す
等
是
神
故
の
根
す
所
な
り
。

○
問
ふ
。
天
照
太
神
と
素
盞
烏
尊
と
合
一
の
神
徳
、
且
つ
亦
大
八
洲
の
本
主
大
地
主
の
霊
徳
、
茲
に
因
て
神
嶋
造
立
の
神
妙
悉
く
以
て
八
洲

起
源
の
如
く
、
且
つ
隠
名
鎮
座
佗
に
異
な
る
の
神
伝
逐
一
に
分
暁
に
し
て
命
を
聞
く
こ
と
を
得
た
り
。
尤
も
感
信
を
催
す
に
足
る
者
か
。
⑥

就
中
藤
嶋
の
神
故
伊
勢
藤
浪
の
里
と
同
一
理
の
如
き
旧
説
半
信
未
だ
疑
氷
を
解
く
に
足
ら
ざ
る
の
み
。
故
は
何
と
な
れ
は
。
伊
州
の
旧
記
に

尋
ぬ
る
に
。
藤
浪
の
里
に
於
て
は
未
だ
最
極
の
神
由
有
る
こ
と
を
覩
ず
。
且
つ
三
十
六
番
と
す
る
所
の
御
裳
濯
川
の
歌
合
は
皆
是
西
行
か
詠

す
る
所
に
し
て
判
者
は
俊
成
卿
也
。（
a
）
彼
の
卿
判
詞
の
末
に
副
へ
送
ら
る
ゝ
三
首
の
中
に
藤
浪
の
里
を
詠
す
る
者
僅
に
一
、二
首
有
り
。

藤
浪
茂
御
裳
濯
河
能
末
奈
礼
波
下
枝
毛
加
介
与
松
農
百
枝
爾
と
。
此
の
歌
風
雅
集
に
入
り
。（
b
）
同
集
の
中
神
祇
の
歌
西
行
。

藤
浪

乎
御
裳
濯
川
爾
勢
義
入
弖
百
枝
農
松
爾
掛
与
止
曽
於
母
布
と
。
此
の
歌
の
七
文
字
長
秋
詠
藻
に
は
掛
礼
止
曽
乎
毛
婦
と
云
云
。（
c
）
又
内

宮
の
神
職
等
初
昔
新
名
所
歌
合
を
催
す
。
判
者
は
権
大
納
言
藤
原
為
世
卿
也
。
此
れ
等
の
歌
中
其
の
詞
一
処
も
亦
神
秘
に
与
る
こ
と
を
見
ず
。

判
詞
亦
同
し
。
殊
に
新
名
所
の
中
と
な
れ
は
旁
〳
〵
以
て
訝
し
や
。
然
る
に
今
当
宮
藤
浪
の
記
文
其
の
趣
甚
だ
齟
齬
す
。
又
伊
勢
名
所
拾
遺

記
、
神
風
小
名
寄
等
の
記
皆
度
遇
の
郡
藤
浪
の
里
を
載
す
。
然
り
と
雖
も
註
家
此
の
里
の
由
緒
に
惑
へ
り
。
拾
遺
集
に
云
く
、
当
時
此
の
里

無
し
と
。
宮
川
の
辺
の
里
人
に
尋
る
に
、
僉
云
く
、
沢
池
村
浅
間
の
森
の
西
の
方
宮
川
と
の
堺
に
藤
浪
と
云
処
有
り
と
。
新
名
所
歌
合
の
図

画
を
考
る
に
。
華
美
富
有
の
屋
形
を
図
し
て
藤
浪
氏
の
住
所
と
見
ゆ
と
。
小
名
寄
の
説
亦
相
同
し
。
又
云
く
、
藤
浪
の
里
は
内
宮
の
祠
官
藤

浪
家
の
祖
彼
の
里
に
居
住
す
と
。
是
の
故
に
当
昔
内
宮
の
祠
官
等
新
名
所
歌
合
を
催
す
と
云
云
。
此
れ
等
の
説
も
亦
神
秘
に
与
ら
ず
。（
d
）

又
彼
の
藤
氏
の
摂
家
東
大
寺
の
南
円
堂
を
造
立
せ
る
の
時
、
虫
蝕
の
歌
在
り
て
云
く
、

補
陀
落
乃
南
農
岸
爾
堂
立
弖
今
曽
栄
牟
北
農
藤
浪

と
云
云
。
解
す
る
者
云
く
、
是
藤
氏
の
北
家
富
栄
の
兆
也
と
。
果
し
て
然
り
と
や
。
所
謂
補
陀
落
山
と
は
是
南
海
に
在
り
て
観
大
士
の
在
ま
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す
所
か
。
因
て
之
に
准
す
る
か
。
此
の
歌
の
藤
浪
も
亦
神
故
に
准
拠
す
る
所
無
し
。
儒
典
に
於
て
も
亦
未
だ
類
説
を
見
ず
。
今
按
ず
る
に
粤

に
一
説
有
り
。
仏
祖
統
記
の
三
界
出
興
志
を
閲
す
る
に
言
る
こ
と
有
り
。
曰
く
、
第
三
の
小
劫
に
地
味
隠
し
て
乃
ち
林
藤
を
生
す
。
而
し
て

後
稲
有
り
と
也
。
又
云
く
、樓
炭
経
に
云
く
、雨
枝
の
蒲
萄
と
云
云
。
是
は
則
ち
異
説
也
。
林
藤
初
生
の
説
殆
ど
藤
嶋
の
神
故
に
幾
か
ら
ん
か
。

　

曰
く
、
此
の
故
吾
れ
口
を
箝
む
こ
と
既
に
尚
し
。
今
や
鐘
を
叩
く
こ
と
筵
に
非
ず
。
詎
そ
速
か
に
以
て
之
に
応
え
ざ
ら
ん
や
。
⑦
子
か
前

問
藤
浪
の
説
皆
非
也
。
最
末
の
一
証
頗
る
庶
幾
せ
ん
か
。
将
た
暗
合
と
謂
ん
か
。
然
り
と
雖
も
彼
の
謂
ゆ
る
林
藤
は
是
れ
神
嶋
初
生
の
藤
に

一
般
也
と
謂
ふ
に
は
非
ず
。
其
物
異
に
其
説
只
相
近
き
の
み
。
今
問
既
に
畜
慎
に
逼
れ
り
。
故
を
以
て
罷
ら
ん
と
欲
す
れ
と
も
克
は
ず
。
今

や
多
年
の
燕
石
嚇
鼠
を
吐
露
す
の
み
。
蒭
蕘
の
言
を
舎
せ
ず
し
て
可
也
。
⑧
抑
〳
〵
此
の
神
嶋
の
初
名
藤
嶋
と
称
し
、
又
藤
浪
の
里
と
謂
ふ

は
当
体
の
藤
に
非
ず
。
又
浪
と
は
伊
勢
に
所
謂
重
浪
寄
す
る
の
祝
言
相
同
し
。
藤
花
皆
浪
と
詠
す
る
亦
旧
例
也
。
故
に
神
名
式
に
藤
嶋
と
の

み
載
る
所
以
な
り
。若
し
夫
れ
藤
に
非
ん
ば
何
等
の
物
ぞ
や
。⑧
本
縁
に
所
謂
神
嶋
初
生
一
葦
の
隠
語
な
り
。何
す
れ
ぞ
隠
語
せ
る
や
。曰
く
、

⑨
大
八
洲
初
生
の
葦
牙
も
亦
是
れ
葦
に
は
非
ず
。
瑞
穂
の
隠
名
に
し
て
五
穀
豊
熟
の
国
寿
、
神
徳
所
化
の
国
号
也
。
今
此
の
神
嶋
亦
是
初
生

は
一
葦
也
。
然
も
一
葦
と
称
さ
ず
し
て
藤
と
謂
ふ
は
是
亦
豊
葦
原
の
初
生
神
化
に
異
に
し
て
也
。
⑩
神
嶋
成
就
の
始
め
、
初
生
の
蔓
生
其
の

一
藤
を
取
り
て
之
を
称
す
る
が
如
し
と
雖
も
、
実
に
は
藤
に
非
ず
。
葦
に
し
て
而
も
瑞
穂
の
謂
也
。
是
故
に
今
吾
子
か
偶
〳
〵
小
劫
初
生
の

林
藤
を
以
て
之
を
証
す
る
者
、
異
に
し
て
同
な
り
。
同
に
し
て
異
な
り
。
何
の
煩
い
か
之
有
ら
ん
。
最
も
秘
す
べ
く
又
密
す
べ
し
。
初
生
の

藤
以
て
之
を
葦
也
と
知
る
者
は
何
そ
や
。
御
葭
祭
は
是
れ
則
ち
神
嶋
の
初
成
に
象
り
且
つ
一
葦
に
乗
す
る
の
神
化
併
せ
て
按
ず
る
に
則
ち
藤

に
非
ざ
る
こ
と
明
け
し
。
葦
を
以
て
稲
と
す
る
者
も
亦
本
紀
の
本
説
吾
か
旧
記
と
符
合
す
れ
は
也
。
吾
又
嚮
き
に
云
は
ず
や
。
天
の
神
豊
葦

原
の
秋
津
洲
を
吾
か
尊
神
に
封
任
し
玉
ふ
。
所
謂
秋
の
一
字
是
則
ち
此
の
神
本
主
の
明
徴
な
り
。
⑪
故
に
藤
の
記
に
云
く
。
藤
浪
の
里
は
此

の
国
伊
勢
と
習
ふ
寸
は
日
本
の
惣
号
、
而
し
て
此
の
神
嶋
に
於
て
尤
も
以
て
有
り
と
。
⑫
加
旃
日
本
の
別
名
藤
浪
の
里
と
謂
ふ
者
、
吾
か
旧

記
の
外
に
は
今
川
了
俊
の
所
撰
言
塵
集
に
於
て
始
て
之
を
見
る
の
み
。
言
塵
集
に
載
る
所
尤
も
出
拠
無
ん
ば
非
ず
。
管
見
甚
だ
意
恨
を
為
す
。

（
中
略
）

又
按
ず
る
に
、
延
喜
帝
式
撰
の
時
に
於
て
は
或
は
津
嶋
と
称
し
、
或
は
藤
嶋
と
称
せ
る
こ
と
明
け
し
。
則
ち
式
文
に
載
せ
る
所
也
。
爾
来
藤
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嶋
の
号
を
停
て
一
向
に
津
嶋
と
の
み
称
す
る
亦
以
て
有
り
や
。
⑬
何
と
な
れ
は
尊
神
対
馬
よ
り
船
に
乗
し
て
大
洋
を
経
玉
ひ
、
神
縁
に
因
て

此
の
孤
嶋
に
来
臨
の
後
、
今
の
川
口
河
海
相
ひ
接
す
る
の
渡
を
号
し
て
津
嶋
の
渡
と
謂
ふ
。
是
則
ち
歴
代
の
歌
枕
に
し
て
万
葉
集
以
降
謌
林

の
口
実
と
為
る
。
是
故
に
唯
対
馬
と
津
嶋
と
通
用
せ
り
。
加
旃
⑭
霊
神
降
跡
の
地
は
隔
国
同
称
尤
も
多
例
な
る
を
や
。
縦
は
摂
州
の
住
吉
長

門
豊
浦
の
住
吉
筑
前
那
珂
の
住
吉
の
如
き
、
又
伊
予
の
三
嶋
、
伊
豆
の
三
嶋
の
有
り
。
或
記
に
云
く
、
賀
茂
〈
山
城
と
大
和
〉、
南
宮
〈
摂

津
と
美
濃
〉、
熊
野
〈
紀
伊
と
出
雲
〉、
丹
生
〈
紀
伊
と
大
和
〉、
中
山
〈
美
濃
と
山
城
〉、
石
上
〈
吉
備
と
大
和
〉
是
皆
同
称
異
所
也
。
謂
る

吉
備
は
則
備
前
の
み
。
是
に
由
て
之
を
想
ふ
に
、
対
馬
の
国
に
於
て
も
亦
尊
神
初
昔
の
降
跡
在
ん
か
。
今
之
を
神
名
式
に
考
ふ
る
に
、
之
を

指
し
て
以
て
此
の
尊
の
降
跡
と
為
す
べ
き
神
祠
に
遇
さ
ず
。
類
を
以
て
推
し
て
之
を
言
は
。
対
馬
下
つ
県
郡
銀
山
の
神
社
と
云
有
り
。
蓋
し

是
其
始
め
、
銀
を
出
す
所
の
山
な
る
を
以
て
の
故
に
之
を
祭
る
と
也
。
就
て
按
ず
る
に
、
神
代
に
吾
が
尊
神
の
曰
く
、
韓
地
洲
は
金
銀
有
り
。

吾
か
子
の
治
す
国
に
浮
く
宝
の
有
ら
ず
は
可
か
ら
じ
と
也
と
。
是
に
由
て
之
を
観
れ
ば
金
銀
亦
此
の
神
徳
よ
り
出
づ
と
謂
ふ
べ
し
。
然
る
則

ち
所
謂
銀
山
の
神
は
是
尊
神
の
降
跡
か
。
又
同
郡
に
敷
島
の
神
社
と
云
有
り
。
是
亦
訝
し
。
何
と
な
れ
は
吾
か
尊
神
異
域
よ
り
出
雲
の
国
に

帰
り
、
大
蛇
を
斬
り
玉
ふ
て
後
神
詠
有
り
。
歌
は
敷
島
の
道
と
称
す
れ
は
也
。
右
件
の
二
神
尤
も
偏
察
し
叵
き
の
み
。
其
の
佗
の
上
つ
県
郡

に
在
す
和
多
都
美
の
神
、
又
は
下
つ
県
郡
に
在
す
高
御
魂
神
社
等
は
焉
に
与
か
ら
ず
。
又
吾
か
神
宮
の
末
社
若
宮
御
前
は
一
説
に
八
幡
也
と

謂
へ
り
。
一
宮
記
に
対
馬
嶋
の
一
の
宮
は
則
ち
八
幡
と
す
。
是
亦
与
か
ら
ざ
る
の
み
。
前
件
の
二
社
未
だ
摸
棱
の
手
を
放
た
ず
と
雖
も
、
姑

く
後
鑑
に
備
ふ
る
の
み
。
⑮
或
人
云
く
、
若
し
其
れ
果
し
て
対
馬
に
降
跡
在
は
祇
園
の
本
社
は
播
磨
の
広
峯
也
と
謂
か
如
く
然
ら
ん
か
。
曰

く
、
何
そ
必
し
も
之
を
し
も
範
と
せ
ん
か
。
唯
豊
受
太
神
初
め
は
丹
波
の
与
謝
に
降
り
坐
し
て
、
後
来
伊
勢
山
田
が
原
に
移
り
坐
し
、
而
も

丹
波
に
其
の
神
宮
在
る
か
如
く
然
ら
ん
の
み
。
⑯
何
す
れ
そ
其
れ
強
ち
に
彼
処
を
以
て
は
本
社
と
為
し
。
此
処
を
以
て
は
末
社
と
謂
は
ん
。

思
は
ざ
る
の
甚
な
り
。（
以
下
略
）

注

（
1
） 

拙
稿
「
真
野
時
綱
『
藤
嶋
私
記
』
に
つ
い
て
」（『
愛
知
県
立
大
学
文
字
文
化
財
研
究
所
年
報
』
第
五
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
）。
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（
2
） 

以
下
、『
藤
嶋
私
記
』
か
ら
の
引
用
は
、
刈
谷
市
中
央
図
書
館
村
上
文
庫
蔵
本
に
よ
る
。
な
お
、
字
体
は
通
行
の
も
の
に
改
め
、
合
字
は
開
き
、
原
文
と
、

原
本
の
訓
点
に
従
い
私
に
句
読
点
を
補
っ
た
書
き
下
し
文
を
併
せ
て
挙
げ
て
い
く
。

（
3
） 
こ
の
こ
と
は
、『
日
本
書
紀
』
本
文
に
於
い
て
素
盞
烏
尊
の
息
子
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
大
国
主
が
、
多
く
の
別
称
で
も
っ
て
祀
ら
れ
て
い
る
神
で
あ
る

こ
と
と
深
い
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
4
） 

こ
れ
ら
の
点
が
語
ら
れ
る
中
で
、
問
い
㋑
㋒
㋓
に
関
す
る
解
答
が
提
示
さ
れ
て
い
く
が
、
本
稿
で
は
割
愛
し
た
。

（
5
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
1
論
文
に
て
「
本
宮
一
院
素
盞
烏
尊
」
章
に
於
け
る
関
連
部
分
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
が
、
当
該
部
分
で
は
更
に
進
め
ら

れ
て
天
照
太
神
と
素
盞
烏
尊
を
同
体
別
称
の
神
で
あ
る
と
し
て
結
び
つ
け
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。

（
6
） 

藤
原
冬
嗣
が
、弘
仁
四
（
八
一
三
）
年
に
父
内
麻
呂
の
追
善
の
た
め
、興
福
寺
に
南
円
堂
を
築
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、こ
こ
は
「
東
大
寺
」
で
は
な
く
「
興

福
寺
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
7
） 

以
下
和
歌
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

（
8
） 

岩
佐
美
代
子
氏
『
風
雅
和
歌
集
全
注
釈
』
下
巻
（
二
〇
〇
四
年
三
月
、
笠
間
書
院
）。

（
9
） 

こ
の
両
資
料
の
「
藤
浪
里
」
の
項
目
は
記
事
の
内
容
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
何
ら
か
の
影
響
関
係
を
想
定
し
う
る
。

（
10
） 

前
掲
注
1
論
文
。

（
11
） 

前
掲
注
1
論
文
。

（
12
） 

前
掲
注
1
論
文
。

（
13
） 『
神
道
大
系
神
社
編
十
五　

尾
張
・
参
河
・
遠
江
国
』（
真
壁
俊
信
氏
校
注　

一
九
八
八
年
一
二
月　

神
道
大
系
編
纂
会
）
に
よ
る
。

（
14
） 

小
島
廣
次
氏
「
真
野
時
綱
と
天
野
信
景
の
交
遊
」（『
神
道
大
系
』
月
報
19　
『
古
今
神
学
類
編
』（
上
）　

一
九
八
一
年
十
一
月　

神
道
大
系
編
纂
会
）。

（
15
） 『
神
道
史
大
辞
典
』（
二
〇
〇
七
年
六
月
、
吉
川
弘
文
館
）、「
吉
見
幸
和
」
項
に
よ
る
。

（
16
） 

一
九
七
七
年
二
月
復
刻
刊
行
、
愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会
。

（
17
） 

一
九
一
六
年
八
月
、
愛
知
県
海
部
郡
教
育
会
。

（
18
） 

前
掲
注
16
書
解
題
に
、「
名
古
屋
市
奥
田
町
奥
村
定
氏
所
藏
本
に
、
松
平
君
山
と
思
は
れ
る
筆
蹟
で
、
河
村
七
郎
宛
の
小
さ
な
紙
が
貼
り
つ
け
て
あ
つ
て
、

そ
の
文
中
に
『
尾
陽
雑
記
は
、
崇
厳
院
様
〈
高
須
侯
義
行
〉
勝
野
親
郷
右
衛
門
に
被
仰
付
編
逑
せ
ら
れ
し
も
半
途
に
し
て
止
み
雑
駁
な
る
書
な
り
云
々
』
と
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あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
崇
厳
院
は
松
平
義
行
（
明
暦
二
〈
一
六
五
六
〉
年
〜
正
徳
五
〈
一
七
一
五
〉
年
）
で
あ
り
、
こ
の
書
き
つ
け
の
内
容
の
通
り

で
あ
れ
ば
、
元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
の
自
序
を
持
つ
『
藤
嶋
私
記
』
と
は
成
立
時
期
が
か
な
り
近
い
可
能
性
が
高
い
。

（
19
） 
前
掲
注
13
書
。

（
20
） 
愛
知
県
図
書
館
蔵
本
に
よ
る
。

（
21
） 

前
掲
注
15
書
、「
伊
勢
神
宮
」
項
に
よ
る
。

（
22
） 

前
掲
注
15
書
、「
唯
一
神
道
」
項
に
よ
る
。

（
23
） 『
尾
張
史
料
の
お
も
し
ろ
さ　

原
典
を
調
べ
る
』（
二
〇
〇
四
年
十
一
月　

名
古
屋
市
博
物
館
）。

〔
付
記
〕貴

重
な
資
料
の
掲
載
を
御
許
可
下
さ
い
ま
し
た
刈
谷
市
中
央
図
書
館
に
あ
つ
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
本
稿
は
、
寺
社
縁
起
研

究
会
東
海
支
部
第
二
十
三
・
二
十
四
回
例
会
に
お
け
る
口
答
発
表
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
席
上
多
く
の
先
生
方
に
ご
教
示
賜
り
ま
し
た

こ
と
を
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。




